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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ケニア共和国より「男女共同参画型農家経営推進プロ

ジェクト」に対する技術協力の要請を受け、2013 年 6 月から 7 月まで詳細計画策定調査団を派遣

し、関連情報を収集するとともに協力の枠組みについてケニア政府関係者と協議を行い、調査結

果を協議議事録（M/M）に取りまとめました。（調査結果を踏まえ、案件名称は「ジェンダー視点

に立った農業普及推進プロジェクト」に変更されました。） 
その後、JICAケニア事務所とケニア側関係機関の間で、討議議事録（R/D）案、プロジェクト・

デザイン・マトリックス（PDM）案及び活動実施計画（PO）案の策定に関し協議を継続して行い、

同年 11 月付けでJICAケニア事務所とケニア側関係機関の間でR/Dの署名を取り交しました。 
この報告書が本計画の今後の推進に役立つとともに、この技術協力が両国の友好・親善の一層

の発展に寄与することを期待します。 
終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた両国の関係者の皆様に対し、心から感謝の

意を表します。 
 
平成 25 年 12 月 

 
独立行政法人国際協力機構 
経済基盤開発部長 三浦 和紀 
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事業事前評価表 
 

１．案件名 

国 名：ケニア共和国 
案件名：ジェンダー視点に立った農業普及推進プロジェクト 

Project on Enhancing Gender Responsive Extension Services in Kenya 
 

２．事業の背景と必要性 

（１）当該国の農業セクターにおけるジェンダーの現状と課題 
ケニア共和国（以下、「ケニア」と記す）では、農業生産労働のうち女性はその 70％を担っ

ている。また、農業・畜産・水産省（Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries：MALF）
によれば、ケニアの小規模農民の 69％が女性であり、その労働力の 80％は女性が担っている

という報告もみられる。このように、小規模農家において、女性は重要な役割を担っている

にもかかわらず、女性農民の生産性は、土地、農業資材、農業技術、マーケット等への限定

的なアクセスに起因して、男性農民と比較した場合 2～3 割程度も低いと見積もられている1。

2010 年～2012 年に世界銀行によりケニア全国の 2,500 世帯を対象に実施された調査でも、男

性農民に比べて、女性農民の普及サービスへのアクセスは 6～7 割程度、肥料使用料は 5～6
割程度、改良種子へのアクセスは 8～9 割程度であり、また農業収入は低い場合には 5 割程度

に留まるなど、ジェンダー間で格差が存在することが裏付けられている2。 
こうした中、ケニアの農業セクター開発戦略（Agricultural Sector Development Strategy：

ASDS）では、女性が農業に果たす役割を重視し、農業分野の事業においてジェンダー主流化

を通じて男女共同参画を推進していくことを、農業開発に向けた主要な戦略のひとつとして

掲げ、MALF（当時、農業省）は、2010 年に「ジェンダー主流化戦略書」（Gender Mainstreaming 
Strategy）を策定した。同戦略書において、「農業生産を増大するために、すべての男女に平等

な機会を与えること」をビジョンとして掲げ、MALFは「農業の持続的な生産性と生活の改善

のために、ジェンダー視点に立った政策、プログラム、プロジェクトの実施を推進すること

を通じて、ジェンダー平等及び男女共同参画を促進していく」こととしている。 
一方、独立行政法人国際協力機構（JICA）は、技術協力プロジェクト：ケニア国「小規模

園芸農民組織強化計画プロジェクト（SHEP）、2006～2009 年」において、市場志向型農家経

営の推進に取り組み、その際、事業におけるジェンダー主流化を推進してきた。その結果、

農家経営における男女共同参画が促進され、農家の所得や生計の向上に寄与したことが同プ

ロジェクトの終了時評価調査時に確認された。 
こうした取り組みを評価し、MALFはSHEPにおけるジェンダー主流化の取り組み（男女共

同参画型の農家経営を推進するための各種働きかけ）を省内に定着させ、小規模園芸農家の

みならず、他の作物生産に携わる小規模農家に対しても同取り組みを普及していくための能

力強化を目的とする本案件の実施を日本国政府に要請した。 

                                                        
1 World Development Report： Gender Equality and Development, 2011, 世界銀行 
2 Kenya Gender Policy Note： Tapping the Potential of Farming in Kenya, 2013, 世界銀行 
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（２）当該国におけるジェンダー及び農業セクターの開発政策と本事業の位置づけ 
ジェンダー間の平等、女性の社会参加促進は、ケニア政府にとって、取り組むべき最重要

課題のひとつであることが主たる政策文書において明確に記されている。まず、2010 年に公

布された憲法では、ジェンダー間の平等を保障している。また、2008 年に策定された長期国

家開発政策である「ケニア・ビジョン（Kenya Vision）2030」では、ジェンダー間の不平等を

国家全体の経済成長に多大なコストをもたらす大きな要因のひとつとしての認識を示し、男

女の平等な社会参加と共に、ジェンダー課題の克服を優先事項として掲げている。さらに、「ケ

ニア・ビジョン 2030」の理念を農業セクターにおいて具体化するために策定されたASDSは、

前述のとおり農業分野の事業におけるジェンダー主流化を、農業開発に向けた主要な戦略の

ひとつとして掲げている。本案件は、これらの重点政策と整合した支援である。 
 
（３）農業セクターにおけるジェンダーに対する我が国及びJICAの援助方針と実績 

2003 年 8 月に閣議決定した「新ODA（政府開発援助）大綱」の基本方針において、公平性

の確保としてジェンダー視点の重要性が打ち出されているほか、2005 年に策定した「ジェン

ダーと開発（GAD）イニシアティブ」において、日本政府はODA事業の全般にわたりジェン

ダー主流化を図ることがうたわれている。JICA第３期中期目標・中期計画（2012 年 4 月～2017
年 3 月）においても、第１期、第２期と同様に開発における男女共同参画の視点の重要性が

明記され、「機構は事業実施に当たり、女性の開発への積極的参加及び開発からの受益確保に

ついて十分配慮し、女性の地位向上に一層取り組む」との方針が打ち出されている。また、

第５回アフリカ開発会議（TICAD V）の成果文書である「TICAD V 横浜行動計画 

2013-2017」では、「小農及び小規模農家は、アフリカ諸国における大半の食料を生産してい

ることから、これらの農民、特に女性に平等なアクセスと機会が確保されるよう特別な留意

が必要である。これに関し、女性農民特有のニーズに対する配慮や、女性農民団体の活動拡

大のための支援は、農業生産と農村所得の増加のために重要」と明記されている。 
また、対ケニア国別援助方針においては、農業開発は５重点分野のひとつであり、その一環

として農業の担い手である小規模農民の収入向上等に対する支援が柱のひとつとなっている。

それら農民の 7 割近くが女性農民とされており、小規模農家支援事業を実施するMALFのジェ

ンダー主流化に向けた能力向上を目的として実施される本案件は当該方針と合致している。 
 
（４）他の援助機関の対応 

世界銀行（世銀）、国連食糧農業機関（FAO）、国際農業開発基金（IFAD）、アフリカ開発銀

行（AfDB）、スウェーデン国際開発協力庁（Sida）、米国国際開発庁（USAID）など、ケニア

の農業セクターにおける主要援助機関において、農業セクター（特に小規模農家支援事業）

におけるジェンダー視点の重要性は認識されており、各機関の農業セクター支援戦略・方針

にも反映されている。 
 

３．事業概要 

（１）事業目的 
本事業は、小規模農家の生計向上に資する男女共同参画型農家経営推進のための「ジェン
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ダー主流化パッケージ」3を開発し、MALF及び郡農業事務所職員が、普及活動において同パ

ッケージを適用・実践していけるよう人材育成を行うことにより、MALF及び郡農業事務所の

小規模農家に対するジェンダー視点に立った普及サービス実施能力の向上を図り、もって小

規模農家（男・女）の生計向上に寄与するものである。 
 
（２）プロジェクトサイト／対象地域 

本プロジェクトでは、MALFが実施する他の小規模農家支援事業と連携し、5 カ所のパイロ

ットサブ・カウンティ4において「ジェンダー主流化パッケージ」の開発・検証・実践に向け

た支援を行う。 
具体的なパイロット地域については、より多様な形態の小規模農家に対する裨益を視野に

入れ、地域性や栽培作物等を考慮し、MALFを通じた連携事業との協議によりプロジェクト開

始後に決定する。 
 
（３）本事業の裨益者（ターゲットグループ） 

MALF職員（クロスカッティングイシューユニット、ジェンダー主流化委員会等）約 20 人、

郡農業事務所ジェンダー担当官約 10 人、連携事業スタッフ5約 50 人、パイロット地域（5 サ

ブ・カウンティ）農業事務所職員約 50 人及び農家グループ約 500 人、「ジェンダー主流化パ

ッケージ」に関する研修・ワークショップを受講したMALF及び郡農業事務所職員並びにこれ

ら職員がかかわる小規模農家支援事業の対象農家グループ 
 
（４）事業スケジュール（協力期間） 

2014 年 3 月～2016 年 3 月を予定（計 36 カ月） 
 
（５）総事業費 

3.3 億円 
 
（６）相手国側実施機関 

MALFクロスカッティングイシューユニット、ジェンダー主流化委員会 
 
（７）投入（インプット） 

１）日本国側 
・専門家派遣：チーフアドバイザー／ジェンダー主流化、農業とジェンダー、業務調整／

研修、モニタリング・評価（M&E）、その他、必要に応じた分野の短期投入を検討（3
年間で 70MM程度） 

                                                        
3 「ジェンダー主流化パッケージ」とは、男女共同参画型の農家経営を推進していくために、小規模農家支援事業において、

ジェンダーの視点から実施していくべき一連の活動群、及びそれらの活動の実践にあたって必要な研修モジュール、チェッ

クリスト、マニュアル、ガイドラインなどの実践ツールをと取まとめたもの。 
4 「サブ・カウンティ」は、郡（County）の一級下の行政区分。 
5 本案件では、複数のMALF事業との連携により、多様な作物を対象とするさまざまな小規模農家支援に適用可能な「ジェンダ

ー主流化パッケージ」を開発する。 
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・本邦及び第三国研修：男女共同参画型農家経営推進に係る各種アプローチに係る研修

等 
・機材供与：プロジェクト活動実施に必要な資機材 
・プロジェクト活動経費 

２）ケニア国側 
・カウンターパート（C/P）人員配置：MALF普及・研修局長以下 5 名程度（プロジェク

ト専属スタッフ 2 名を含む） 
・プロジェクト拠点事務所スペース及び設備 
・プロジェクトを実施するために必要な運営費用 

 
（８）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

１）環境に対する影響／用地取得・住民移転 
① カテゴリ分類：C 
② カテゴリ分類の根拠 ：本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」上、環境

への望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 
２）ジェンダー平等推進・平和構築・貧困削減 

① 貧困 
一般的に、ケニア国内の小規模農家は、貧困度合いが高い状況では、食用作物（メイ

ズ等）の自給自足が中心であり、貧困度合いが改善されるに伴い、危機分散のため多角

化を図り、園芸や畜産などを複合的に営むケースが多い。本プロジェクトでは、畜産や

園芸などを複合的に行っている農家/農家グループのみならず、食用作物の自給自足中心

である農家を対象とした支援事業においても適用可能なジェンダー主流化パッケージを

開発する方針であり、より貧困度合いの高い農家における生計向上にも資することが期

待できる。 
② ジェンダー 

本案件は、農業普及におけるジェンダー主流化を促進し、男女共同参画型農家経営を

推進するものであり、目的そのものにジェンダー格差の是正が含まれている。 
３）その他 

特になし 
 
（９）関連する援助活動 

１）わが国の援助活動 
本プロジェクトでは、SHEPにおける一連の支援アプローチの中から「ジェンダー主流化

アプローチ」部分を切り出し、その知見や教訓、研修内容をベースにし、多様な営農形態

の小規模農家を対象とした支援事業において適用可能な「ジェンダー主流化パッケージ」

を開発する。 
現在、SHEPの後継案件である「小規模園芸農民組織強化・振興ユニットプロジェクト

（SHEP UP）」が、MALF園芸作物局をC/Pとし、小規模園芸農家を対象としたSHEPアプロ

ーチを広く国内に普及していく支援を行っているのに対し、本プロジェクトにおいては、

普及・研修局をC/Pとして、より多様な営農形態の小規模農家を対象とした支援事業に同パ
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ッケージを適用していくことで、MALFのジェンダー視点に立った農業普及実践のための能

力向上を支援するものである。 
２）他ドナー等の援助活動 

本案件では、多様な営農形態の小規模農家を対象とした支援事業に適用可能な「ジェン

ダー主流化パッケージ」を開発するため、複数のMALF事業と連携を図る。世銀融資のMALF
直轄プロジェクトである「東アフリカ農業生産性向上プロジェク（Eastern Africa Agricultural 
Productivity Project： EAAPP）」は、最も可能性の高い連携先である。EAAPPは、適正技術

の開発とその普及を通じ小規模農家の生産性向上を支援する目的で、ケニア、エチオピア、

タンザニア、ウガンダの 4 カ国で展開されている広域案件であり、ケニア国内においては、

酪農、コメ（陸稲）、コムギ、キャッサバを対象作物として、現在 32 サブ・カウンティで

支援を展開している。EAAPPとの連携により、効率的な「ジェンダー主流化パッケージ」

の開発が可能になるのみならず、EAAPPの対象地域である国内他地域、更にはEAAPP対象

他 3 カ国への効率的な展開が期待できる。 
 

４．協力の枠組み 

（１）協力概要 
１）上位目標： 

小規模農家の生計が男女ともに向上する。 
＜指標＞ 
１．ジェンダー主流化パッケージを採用した小規模農家支援事業の対象農家グループコ

ミュニティ及びグループメンバーの各世帯において、労働分担、意思決定等に係るジ

ェンダー関係に正の変化が起こる。（プロジェクト開始後に実施されるベースライン調

査の結果に基づき、項目及び目標値を設定） 
２．ジェンダー主流化パッケージを採用した小規模農家支援事業の対象農家グループ

個々のメンバー（男・女）の生計が向上する。（プロジェクト開始後に実施されるベー

スライン調査の結果に基づき、項目及び目標値を設定） 
２）プロジェクト目標 

MALFの小規模農家に対するジェンダー視点に立った普及サービス実施能力が向上する。 
＜指標＞ 
１．ジェンダー主流化パッケージが、MALFにより承認される。 
２．ジェンダーサブ・ユニットおよびジェンダー主流化委員会により、MALFが実施する

小規模農家支援事業の少なくともX件に、ジェンダー主流化パッケージが導入される。 
３．対象農家グループのコミュニティ及びグループメンバーの各世帯において、労働分

担、意思決定等に係るジェンダー関係に正の変化が起こる。（プロジェクト開始後に実

施されるベースライン調査の結果に基づき、項目及び目標値を設定） 
４．対象農家グループの個々のメンバーの生計が男女ともに向上する。（プロジェクト開

始後に実施されるベースライン調査の結果に基づき、項目及び目標値を設定） 
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３）成果及び活動 
＜プロジェクト実施準備のための活動＞ 

0-1 SHEPジェンダー主流化アプローチに係るC/Pの理解を促進するための勉強会を実

施する。 
0-2 SHEPジェンダー主流化アプローチに係るジェンダー主流化委員会メンバー及び

連携事業スタッフの理解を促進するためのワークショップを開催する。 
0-3 プロジェクト・メンバーの連携事業に係る理解を促進するための勉強会を開催す

る。 
0-4 「ジェンダー主流化パッケージ」開発について、連携事業との間でその手法、実

施計画等について合意する。 
0-5 連携事業と共同で、プロジェクト対象地域となる 2 サブ・カウンティを選定する。 

 
成果１：小規模農家の生計向上に資する「ジェンダー主流化パッケージ」が開発される。 
＜指標＞ 

1-1 「ジェンダー主流化パッケージ」のコンテンツ（ジェンダー研修教材とガイドラ

イン等）が作成される。 
1-2 ToT研修の受講者により、「ジェンダー主流化パッケージ」が実践される。 

＜活動＞ 
1-1 プロジェクト対象地域の郡農業事務所及びサブ・カウンティ農業事務所に対し、

プロジェクト活動について説明する。 
1-2 プロジェクト対象地域でジェンダー分析調査を実施する。 
1-3 分析調査（1-2）の結果に基づき、アクション・プランと研修計画を策定する。 
1-4 分析調査（1-2）の結果に基づき 、モニタリング・評価（M&E）の枠組みを策定

する。 
1-5 ベースライン調査を実施してM&E用のデータを収集する。 
1-6 研修計画（1-3）に基づき、SHEPジェンダー研修教材を参考に、ジェンダー研修

教材を作成する。 
1-7 プロジェクト対象地域のサブ・カウンティ農業事務所の職員にToTを実施する。 
1-8 ToT（1-7）受講者が農家グループに対して実施する研修をモニターするとともに

必要に応じ支援を行う。 
1-9 アクション・プラン（1-3）で特定された活動（適正技術の導入等）を、連携事

業がサブ・カウンティで実施する際、必要な支援を行う。 
1-10 プロジェクト対象地域において、実施活動に係るM&E調査を行う。 
1-11 M&E調査（1-10）の結果に基づき、上記 1-1 から 1-10 の活動実施に際して作成

された研修教材やガイドラインを含む「ジェンダー主流化パッケージ」を作成す

る。 
 

成果２：MALF及びパイロット郡農業事務所が、小規模農家支援事業において、「ジェン

ダー主流化パッケージ」の実践及び運用に係る適切な助言・指導・研修を実施

できるようになる。 
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＜指標＞ 
2-1 「ジェンダー主流化パッケージ」活用に係る研修プログラムが実施される。 

2-2 「ジェンダー主流化パッケージ」の研修受講者のうち少なくともXX％がパッケー

ジの内容について理解し、実践に必要な知識を身に付ける。 
＜活動＞ 

2-1 「ジェンダー主流化パッケージ」を実践するに足る能力を身に付ける事を目的に、

MALFや郡農業事務所の関係者向けの研修プログラム及び教材を作成する。 
2-2 上記研修プログラム（2-1）に基づき、研修を実施する。 
2-3 成果 1 で開発された「ジェンダー主流化パッケージ」を検証するための対象地域

3 サブ・カウンティを選定する。 
2-4 郡農業事務所のジェンダー担当官及び連携事業スタッフと共同で、「ジェンダー

主流化パッケージ」の一連の活動を実施する。 
2-5 活動結果等をレビューし、「ジェンダー主流化パッケージ」及びそれに係る研修

プログラムの内容を見直す。 
 
成果３：「ジェンダー主流化パッケージ」が、国内の他サブ・カウンティにおける小規模

農家支援事業で活用される。 
＜指標＞ 

3-1 「ジェンダー主流化パッケージ」の活用に係るワークショップが少なくとも 3 郡

で実施される。 
3-2 「ジェンダー主流化パッケージ」がケニア国内の農業研修センター（ATC）の研

修カリキュラムや研修プログラムに取り入れられる。 
3-3 少なくともXXサブ・カウンティにおいて、「ジェンダー主流化パッケージ」の活

動が普及活動に取り入れられる。 
＜活動＞ 

3-1 プロジェクト対象地域以外の郡やサブ・カウンティで、「ジェンダー主流化パッ

ケージ」導入に係るワークショップを開催する。 
3-2 「ジェンダー主流化パッケージ」を実践するための研修プログラムをATCで実施

する。 
 

４）実施上の留意点 
・ケニアにおける地方分権化の動きは、現段階では未確定な部分も多いため、中央と郡政

府の関係、特に計画策定や予算決定プロセス、人の配置などの動向を注視し、必要に応

じプロジェクト活動計画を修正していく必要がある。 
・連携事業の選定にあたっては、本プロジェクトが多様な営農形態の小規模農家に対する

裨益をめざしていることを踏まえた当該事業ターゲットグループの考慮に加え、スムー

ズな案件実施のため実施体制上のフィージビリティ（特に意思決定プロセスや事業実施

サイクルの整合性）を確認のうえ、MALFとの協議の下プロジェクト開始後に速やかに

決定する。 
・パイロット地域の選定については、より多様な形態の小規模農家に対する裨益をめざし
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ていることを踏まえ、地域性や栽培作物等を考慮し、MALFを通じた連携事業との協議

により、プロジェクト開始後に速やかに決定する。 
・上位目標及びプロジェクト目標の指標の、ジェンダー関係の変化及び生計向上に関する

具体的な指標に関しては、プロジェクト開始後に実施されるベースライン調査の結果に

基づき、項目及び目標値を設定する。 
 
（２）その他インパクト 

・本案件は、MALF他事業との連携を通じて実施されることから、MALFを対象に各種支援

を実施する他の開発パートナーにも「ジェンダー主流化パッケージ」の内容、成果等が

広く認知されることが予想され、将来的に当該パッケージが開発パートナーによる支援

事業にも波及していくことが期待される。 
 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（１）事業実施のための前提 
・適切な能力と経験を有するC/Pが適正な人数配置される。 
・適切な他小規模農家支援事業が連携事業として選定され、連携体制が維持される。 

 
（２）成果達成のための外部条件 

・郡制の移行に伴う政府組織の改編（郡及びサブ・カウンティレベル）がプロジェクト活

動に深刻な影響を及ぼさない。 
・プロジェクト対象地域において深刻な社会不安が発生しない。 

 
（３）プロジェクト目標達成のための外部条件 

・郡制の移行に伴う政府組織の改編（中央省庁－郡政府間の連携体制）がプロジェクト活

動に深刻な影響を及ぼさない。 
 
（４）上位目標達成のための外部条件 

・ジェンダー主流化に関するケニア政府の政策が大幅に変更されない。 
 

６．評価結果 

本事業は、ケニアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計画

の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 
 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

ケニアにおいて 2006 年から 2009 年にかけて実施されたSHEPでは、「ジェンダー主流化アプロー

チ」が取り入れられ、それにより農家経営における男女共同参画が促進されたことが、農家の所

得や生計の向上に寄与したことが同プロジェクトの終了時評価調査時に確認された。 
本プロジェクトでは、SHEPの「ジェンダー主流化アプローチ」を参考とし、その知見や教訓、

研修内容をベースにし、園芸以外の多様な営農形態の小規模農家を対象とした支援事業において
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適用可能な「ジェンダー主流化パッケージ」を開発する。 
 

８．今後の評価計画 

（１）今後の評価に用いる主な指標 
４．（１）のとおり。 

 
（２）今後の評価計画 

事業開始 6 カ月以内 ベースライン調査 
事業終了 6 カ月前 終了時評価 
事業終了 3 年後 事後評価 



 

－1－ 

第１章 詳細計画策定調査の概要 
 

ケニア共和国（以下、「ケニア」と記す）の農業セクター開発戦略（Agricultural Sector Development 
Strategy：ASDS）では、女性が農業に果たす役割を重視しつつ、農業分野の事業においてジェンダ

ー主流化を通じて男女共同参画を推進していくことを、農業開発に向けた主要な戦略のひとつと

して掲げている。そのために、農業・畜産・水産省（Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries：
MALF）（当時農業省）は、2010 年に「ジェンダー主流化戦略書」（Gender Mainstreaming Strategy）
を策定し、同戦略書において、「農業生産を増大するために、すべての男女に平等な機会を与える

こと」をビジョンとして掲げ、MALF として「農業の持続的な生産性と生活の改善のために、ジ

ェンダー視点に立った政策、プログラム、プロジェクトの実施を推進することを通じて、ジェン

ダー平等及び男女共同参画を促進していく」こととしている。 
独立行政法人国際協力機構（JICA）は、技術協力プロジェクト：ケニア国「小規模園芸農民組

織強化計画プロジェクト（SHEP）、2006～2009 年」において、市場志向型農家経営の推進に取り

組み、その際、女性農民の参画促進等ジェンダー視点に立った活動を実施してきた。その結果、

農家経営における男女共同参画が促進され、農家の所得の増加にも寄与したことが同プロジェク

トの終了時評価調査時に確認された。こうした取り組みを高く評価し、MALF は、SHEP における

ジェンダー主流化の取り組み（男女共同参画型農家経営を推進するための各種働きかけ）の推進

を同省のジェンダー主流化戦略のひとつとして取り入れた。今後、それらを園芸農家のみならず、

他の作物生産農家など、国内の幅広い農家に対する農業支援活動に取り入れ、農家の所得や生活

向上を図っていくとしている。2010 年より実施されている「小規模園芸組織強化・振興ユニット

プロジェクト（SHEP UP）」においても、その活動中でジェンダー視点に立った活動が重視されて

きているところである。 
一方で、2012 年 6 月に実施された「東アフリカ地域ジェンダー視点に立った農業・農村開発分

野における情報収集・確認調査（ケニア）」において、MALF のジェンダー主流化推進能力は十分

ではなく、SHEP 及び SHEP UP のジェンダー主流化の取り組みについてもその定着が課題となっ

ていることが確認された。また、他の作物生産に携わる農家へのジェンダー視点に立った普及の

推進にも着手できていないことが確認されている。 
こうしたなか、SHEP / SHEP UP の経験や知見を生かした男女共同参画型農家経営推進に係る取

り組みを体系的に取りまとめ、それらを MALF が小規模園芸農家のみならず他の作物生産に携わ

る農家に対しても普及していくための能力強化を目的とする本案件がケニア国政府より要請され

た。 
本詳細計画策定調査は、カウンターパート（C/P）機関である MALF をはじめケニア国関係機関

との協議及び現地調査を通じ、プロジェクト基本計画の策定、基本計画に関する先方政府との合

意、基本計画の評価を目的として実施された。 
① プロジェクト基本計画の策定 

現地調査及び関係機関との協議を行い、プロジェクトの基本計画（達成目標、成果、活動、

投入、協力期間、ターゲットグループ等）を策定する。 
② プロジェクト基本計画及び実施体制に関する先方政府との協議、合意 

プロジェクト基本計画及び実施体制をミニッツ（M/M）〔プロジェクト・デザイン・マトリ

ックス（PDM）、活動計画（PO）、討議議事録（R/D）案含む〕にて確認する。 
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③ 基本計画の評価（プロジェクトの妥当性の確認等） 
基本計画について評価５項目の観点から評価する。 

 
１－１ 調査団構成（JICA） 

担当分野 氏 名 所 属 

総  括 西野 恭子 
JICA 経済基盤開発部 ジェンダー平等・貧困削減推進室 室

長 

SHEP 連携 相川 次郎 JICA 国際協力専門員 

ジェンダーと開発 久保田 真紀子 JICA 国際協力客員専門員 

農業・農村開発 安部 壮司 JICA 農村開発部 特別嘱託 

評価分析 原田 陽子 グローバルリンクマネージメント株式会社 

協力企画 後藤 菜穂 JICA 経済基盤開発部 ジェンダー平等・貧困削減推進室

 
１－２ 調査日程 

 
 
 

評価分析 ジェンダーと開発 農業・農村開発 団長/協力企画 SHEP連携
6月15日 土 成田発（ドバイ経由）

16日 日 ナイロビ着

17日 月

JICA事務所との協議
農業省との面談・協議
 -普及・研修局職員
 -ジェンダー主流化委員会

18日 火

農業省との面談・協議
　- 普及・研修局局長
  - ジェンダー・サブユニット長
  - 農業省作物管理局職員
ATDC視察・面談

19日 水 Directorate of Gender, MNPDとの 面談

20日 木

農業省傘下プロジェクト関係者との会合
農業省との面談・協議
　- 普及・研修局副局長
  - 政策局職員

21 金
EAAPP副コーディネータとの面談
NAAIAP副コーディネータとの面談
ASCUアドバイザーとの面談

22 土 資料整理・分析

資料整理・分析

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土 成田発

ナイロビ着

7月1日 月

Jul.2 火

Jul.3 水

Jul.4 木

Jul.5 金

Jul.6 土

Jul.7 日

23 日
団内打合せ

羽田発ナイロビ着

団内打合せ

農業省普及・研修局とのミニッツ案協議
EAAPPとの協議

SHEPUPサイト訪問

資料整理・分析

団内打合せ

(ナイロビ→Thika Town)
現地調査
  - Thika West県農業事務所との面談
　- Municipality区農業事務所との面談
  - 農家グループ（Umoja S.H.G）訪問

(Thika Town → Nyeri）
現地調査
  - Kieni West県農業事務所との面談
　- Mweigu区農業事務所との面談
  - 農家グループ（Evergreen S.H.G）訪問

現地調査
  - Nyeriカウンティ農業事務所との面談
　- Wambugu ATC視察・面談
(Nyeri → ナイロビ）

ナイロビ発（ドバイ経由）

24 月

農業省普及・研修局との協議
ASDSPコーディネータとの面談

世界銀行農業担当との面談
EAAPPとの協議

農業省普及・研修局との協議
SHEP UPプロジェクト事務所との協議

30

成田着

ミニッツ作成
High Value Traditional Cropプロジェクトとの面談

ミニッツ署名

大使館報告
JICA事務所報告

EAAPPとの協議
農業省普及・研修局とのミニッツ案協議

日
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第２章 小規模農家の現状と課題 
 
２－１ ケニアの小規模農家概況 

ケニアにおいて、国民総生産額（GDP）に占める農業セクターの割合は約 27％6、労働人口で 61％7、

輸出額では 65％8を占めており、近年工業化が進みつつも依然として農業大国といえる。茶（輸出

第 2 位）、コーヒー、園芸作物は輸出の主産品であり、その他、トウモロコシ、綿花、サイザルア

サ、除虫菊なども同国の代表的な生産物である。約 450 万人が生産・加工・流通段階に従事して

おり、そのほか約 350 万人が卸・小売りなどの雇用で間接的に恩恵を受けている 4。ケニア農業・

畜産・水産省（MALF）によると、自給自足の農家も含め、農業セクターは人口全体の 80％の生

計を支えており、そのほとんどが地方農村に居住していることが公表されている 8。 
同国で農業のインセンティブが高い理由として、栽培に適した気候をもち、品種多様化、周年

栽培も可能であることがひとつにある。国土面積に占める農業地の割合は 48％6 で、うち 16％が

中西部を中心とした生産の潜在能力の高い農地である9。一方で 90 年代以降、旱魃やエルニーニョ

現象による大雨が増え、農作物被害も増加しているという情報もある。今回の調査対象地でも、

Tika West サブ・カウンティで早魃被害、Kikuyu サブ・カウンティで大雨被害が近年増えてきてい

るという報告があった。 
同国の社会・経済における農業セクターの重要性が高い一方で、労働者 1 人当たりの農業セクタ

ー（漁業、狩猟、林業含む）における GDP は 370USD6 と高くなく10、農家及び関係従業者の十分な

所得確保に行き着いていないのが実態といえる。貧困率は依然 47.8％6 であるが、その大半が農村滞

在者といわれ、土地なし、またはわずかな土地しかもたない零細・小規模農家が多くを占めている。 
ここ 20 年で同セクターの年間成長率は 1980 年代の 3.5％から 2000 年初頭には 1.3％にまで落ち

込んだ 8。一方で、ケニア統計局（Kenya National Bureau of Statistics）によると、生活コスト水準

の上昇率は 4 ％台が近年続いていることから、農家の実質の所得額と物価の差が開き続けており、

特に小規模農家にとって家計の逼迫は以前より高まっている。 
以上から、国内においては、食料安全保障や貧困削減の観点からも農業及び農村開発は重要な

課題として位置づけられている。年々人口が増加する中、200～400 万人が慢性的に食料緊急援助

を必要としており、30％の子供に栄養失調が認められている11。 
ケニアの農業セクターの一翼を担っているのが、平均 750ha の大規模農家であり、彼らは商業

作物や畜産を中心に生産し、豊富な資材、技術の投入により、小規模農家より高い品質、利益率

を得ている12。 
他方、所有面積が 1 エーカー以下の小規模農家が、全農業生産量の 75％、市場流通量の 70％を

担っている 12。サブ・セクター別では、園芸生産の 80％13、メイズ生産の 70％14、牛乳生産の 80％14

                                                        
6 世界銀行「World Development Indicators」（2012 年） 
7 ILOデータ（2005 年） 
8 ケニア農業省報告書「National Agriculture Extension Policy」（2012 年） 
9 Embassy of Kenya in Brusselsのウェブサイトより参照。 
10 2012 年度の 1 人当たりGNIは 840USDである。（世銀データより） 
11 ケニア農業省報告書「NATIONAL FOOD AND NUTRITION SECURITY POLICY」（2011 年） 
12 ケニア農業省報告書「National Agriculture Extension Policy」（2012 年） 
13 Video conference on high value horticulture for Eastern & Southern Africa, Kenya Development Learning Centre（KDLC, 2010） 
14 「National Report on Kenya」（2006, Samuel C.） 
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を担っている。 
課題として、小規模農家における土地生産性が、大規模農家や中進国平均と比べて低いことが

ある。その原因として、農業資材の高騰（耕作地 1ha における平均肥料使用量は 32.4kg15）、普及

サービスへのアクセスの制限（普及員 1 人当たりの農家数：1,500 人 7）、マーケットへのアクセス

の制限、自然災害等の天候リスクに対するレジリアンスが低いことなどが挙げられている。 
今回行った調査の対象グループでも、大半が所有地エーカー未満の小規模農家であったが、資

材不足などの理由から高い生産性が上げられず、農作物はすべて自家消費向けにつくっている農

家がほとんどであった。現金獲得の手段としては、牛乳、卵、小型家畜等をわずかに販売してい

る農家がみられた。 
上に述べた食料品も含む物価の上昇は、小規模農家の家計を圧迫する一方で、商機を得るチャ

ンスともなるといえる。ケニア全体の GDP 上昇により、国民の消費トレンドが、穀物中心から園

芸作物や畜産品に移り変わっている。国連食糧農業機関（FAO）統計データベース（FAOSTAT）
によると、1 年間当たりの 1 人当たり野菜供給量は 1990 年まで 30kg 以下だったのが、1995 年か

ら 40kg 以上となった。政策上でも、特に園芸農業は経済を牽引するサブ・セクターとして、民間

主導の競争力のあるセクターに転換させるとされている。また、畜産においても同様の傾向がみ

られる。世銀の公表データによると、2004～2006年を 100とした畜産生産基準（Livestock Production 
Index）は、2008 年に 115.4、2011 年に 123.4 と、5 年ほどの間に 2 割以上も伸びている。 

ケニア政府では、「農業セクター開発戦略（ASDS）」（2010～2020 年）を打ち出し、その中で、

農業産品の競争力を高めて生産性を向上させ、ビジネス化を推進していくことを目標のひとつに

置いている。農業省のスローガンにも「ビジネス農業」がうたわれているほか、各援助機関も市

場アクセス環境を改善しつつ、小規模農家の市場参入を促進することの有用性を頻繁に強調して

いる。また、2012 年度の MALF 報告書「National Agriculture Extension Policy」では、既存の普及シ

ステムにあるような、トップダウンによる研修や巡回指導などといった規定どおりの普及指導で

はなく、民間の力も巻き込み、現場のニーズに由来するアプローチに切り替える必要性が示唆さ

れている。 
2006 年より始まった JICA の SHEP では、農家が自分たちでマーケティング調査を行い、そこで

知った売れ筋を基に生産計画を立て普及指導を選択・集中することにより小規模園芸農家の自律

的なビジネスマインドを育成した。結果的に対象農家グループの収益倍増という成果を収めてい

る。また、国際農業開発基金（IFAD）では、小規模農家支援のプログラムにおいて、国内市場の

情報を分析した結果を農民組織に対して発信し、メンバーが 新の市場情報にアクセスできるよ

う支援している。 
各種課題に対して、国主導で戦略的に乗り越えていく必要がある。農業省では 2015 年までの飢

餓や貧困の根絶のために、国家予算の 10％以上を農業セクターに費やすことを目標としてきた。

一方で、省再編や郡制導入による地方分権推進等を通じ農政も目まぐるしく変わっており、地方

への適切な予算配分や、地方における各種施策の円滑な実施に関しては、今後が不透明な状況に

ある。 
 

                                                        
15 FAOSTATデータ 
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２－２ ケニアの小規模農家におけるジェンダー課題 

アフリカの農業におけるジェンダー課題として、 も一般的に語られるのは、女性の生産労働

と再生産労働における過重労働の問題である。女性の 1 日の労働時間が男性より多いこと、農作

業のみならず、家事やコミュニティ活動においても、女性が多くの作業を担っていることが、一

般的に明らかになっている。また、農業生産性を高めるために不可欠な土地、普及サービス、資

金、農業資材などへのアクセスが、男性農民と比較した場合、女性農民は著しく不利な立場に置

かれているともいわれている。 
ケニアにおいてもこの状況は同じで、FAO や IFAD などの報告書によると、農業生産労働のうち

の 70％を、家事等の再生産労働のほとんどを、女性が担っている。また、MALF によれば、ケニ

アの小規模農民の 69％が女性であり、その労働力の 80％は女性が担っているという報告もみられ

る16。このように、小規模農家において、女性は重要な役割を担っているにもかかわらず、彼女た

ちの生産性は、土地、農業資材、農業技術、マーケットなどへの限定的なアクセスに起因して、

男性農民と比較した場合 2～3 割程度も低いと見積もられている17。2010 年から 2012 年にかけて世

界銀行が 2,500 世帯を対象にケニア全国で実施した調査でも、男性農民に比べて、女性農民の農業

資材へのアクセスと農業収入がともに低いことが裏付けられており、特に女性戸主にその傾向が

強いことが分かる（表２－１）18。 
 

表２－１ 普及サービス・農業資材等へのアクセス 

（単位：％） 

 普及サービス 
肥料 

（年間使用量）
改良種子 殺虫剤 

男性を主たる農業従事者とする

男性戸主世帯 
54 

78 
（148kg） 89 57 

女性を主たる農業従事者とする

男性戸主世帯 
41 

78 
（92kg） 85 56 

女性戸主世帯 36 
75 

（82kg） 75 41 

 
表２－２ 主要作物ごとの農業収入 

（単位：KSh） 

 メイズ 豆類 ジャガイモ トマト バナナ 

男性を主たる農業従事者とす

る男性戸主世帯 
70,392 92,944 101,703 105,642 93,358 

女性を主たる農業従事者とす

る男性戸主世帯 
53,739 69,880  72,809 120,768 59,186 

女性戸主世帯 42,202 58,168  52,561  60,809 69,432 

 
さらに、慣習的な影響から、女性の多くは世帯内の意思決定過程に関与できていない場合が多

                                                        
16 「東アフリカ地域ジェンダー視点に立った農業・農村開発分野における情報収集・確認調査（ケニア）」（JICA、2012 年） 
17 World Development Report： Gender Equality and Development, 2011, 世界銀行 
18 Kenya Gender Policy Note： Tapping the Potential of Farming in Kenya, 2013, 世界銀行 
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いとされている。世帯内の農作業の 70～80％を担っているにもかかわらず、下記の事例でも示さ

れているとおり、何を、いつ、どのように栽培するのかといった営農に係る決定から、何を、い

つ、誰に、どのように販売するのかといったマーケティングに係る決定に至るまで、その意思決

定過程に関与できていない女性が多い。農作業の多くを担っている女性が意思決定過程に関与で

きていないこと、生産財にアクセスできていないことは、農村の貧困をより一層深刻なものにし

ている。 
 

小規模農家のジェンダー課題 

 

セントラル州南ムランガ県（Murang’a South District） 
村人にとって文化・慣習にのっとって行動することが大切とされる。文化的・社会的に男性

らしく、あるいは女性らしく行動することが求められている。男性も女性も家事は女性の仕事

であると考える。その一方で、女性は農作業の担い手でもある。男性の多くは賃金労働の口を

探していて、仕事がうまく見つかれば、男性が世帯の農作業に参加することはほとんどなくな

る。また、村ではアルコールの問題も深刻で、男性の多くがアルコールに溺れ、その結果、農

作業に従事しなくなっている。役所は、何とかこの問題の解決の図ろうとしているものの、ま

だ解決の糸口は見えていない。このように、女性は生産労働と家事の両方をひとりで担ってい

るが、農業からの収入を含め、ほとんどすべての世帯資産を男性が握っている。たとえ、出稼

ぎに行っているとしても、男性は世帯の決定権をすべて握っている。世帯の畑で何を生産し、

どのように農業収入を使うのかを男性が決定するのである。一般的に、女性が夫から受け取る

お金はとても少なく、それだけで家計を支えることはできない。そのため、彼女たちは、近隣

の農家で賃労働に従事することが多い。また、男性は関心がないので、農業研修等が村で開催

されても参加することはまずない。その一方で、女性は家事にあまり影響が出ない 1～2 日程

度の研修にはよく参加している。もっとも、彼女たちが研修に参加しても、農地をどのように

活用するかを決めるのは夫であるため、習った技術が必ずしも役に立つとはいえない。 
（2011 年 SHEP UP ジェンダー分析調査より） 
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第３章 農業・畜産・水産省におけるジェンダー主流化の現状 
 
３－１ 農業・畜産・水産省と郡農業事務所の概要 

ケニアでは、国民投票を経て、2010 年 8 月に新憲法が公布された。本詳細計画策定調査は、2013
年 3 月に実施された大統領選挙を経て、新憲法にのっとった政府組織の改編がちょうど軌道に乗

り始めた時期に行われた。新憲法にうたわれた中央から地方への権限移譲に向け、中央省庁の再

編及び地方行政府となる 47 郡政府の設置が進行し、それに合わせてさまざまな法令が施行され、

新政府の形が徐々に明らかになってきた時期でもある19。 
 

３－１－１ 農業・畜産・水産省（MALF）の概要 
中央省庁の再編により、旧体制で農業セクターに関連していた 10 の省庁の統廃合、管轄行政

法人の主管庁への統合・吸収が実施されている（図３－１）。このうち旧農業省は、畜産開発省、

水産開発省、そして水・灌漑省の灌漑局と統合され、農業・畜産・水産省（MALF）として、再

編された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

出典：Organization of the Government of the Republic of Kenya
（Executive Order No. 2/2013）より調査団作成 

図３－１ 中央省庁再編による農業セクター関連省庁の統合 

 
しかし、MALF の場合、省としての統合はなされたものの、各業務の統廃合はなされていな

い。2013 年 7 月時点で、MALF では、農業大臣を筆頭に、農業部門（State Department of Agriculture）、
畜産部門（State Department of Livestock）、水産部門（State Department of Fisheries）がそれぞれの

筆頭次官（Principal Secretary）の下に、再編前の機能を各部門が保持している（図３－２）。 
 

                                                        
19 本調査時点では、政府の大まかな枠組みは規定されていたが、細かな実務レベルにおいては、中央政府と地方政府の役割を

はじめ、その多くが政府決定されていなかった。これらの点は、今後新体制による業務が走り始めてから徐々に明確になっ

ていくものと思われる。したがって、本報告書における新体制に係る記述は、本調査時点で収集された情報によるものであ

り、今後変更される可能性があることを留意されたい。 
 

森林・野生生物省

環境・水・天然資源省

土地・住宅・都市開発省

工業・事業開発省

鉱業省

国家計画・地方分権省

農業・畜産・水産省

環境・鉱物資源省

地方開発省

水・灌漑省

土地省

協同組合開発省

水産開発省

畜産開発省

農業省

北部ケニア・乾燥地開発
省

再編後

再編前
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図３－２ MALF の体制 

 
MALF 農業部門では、2013 年 6 月下旬に次官が国会で承認・任命され、新体制の下、正式に

スタートを切った。旧体制下の農業省は、本省の下に、州農業事務所（Provincial Director of 
Agriculture）、県農業事務所（District Agricultural Office）、区農業事務所（Divisional Agricultural 
Office）が設置され、末端の前線普及員（Frontline Extension Officer：FEO）を含め 5,000 人以上

の職員を擁する一大組織であった。今回の組織改編に伴い、8 つの州事務所は 47 の郡農業事務

所に分割され、県以下の事務所と共にそれぞれの郡政府の管轄下に移行することとなった20（図

３－３）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－３ 旧農業省組織体制 

 
本省を残し、下部組織が郡政府直轄となったことで、中央政府は政策策定等に特化し、より

住民に近い行政府である郡政府が住民サービスを担うこととなった。表３－１は、各種資料及

び調査団による聞き取り調査からの情報を基に、中央政府と郡政府の主要な役割についてまと

めたものである。基本的には、国家政策をはじめ、複数の郡にまたがる事項については、その

機能が MALF に残り、1 つの郡が独自で決定・遂行できる事項については、郡政府の責務とな

る。したがって、例えば、本案件のように、その活動が複数の郡を対象として実施されるよう

な事業についても、プロジェクト・ユニットが本省に置かれ、個々の活動については、それぞ

                                                        
20 ただし、今後 3 年間は移行期間とされ、職員の中央政府から郡政府への移籍はその後となる。 
 

農業大臣
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区農業事務所

前線普及員
（約5,000人弱)

カウンティ政府直轄へ
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れの対象地域を管轄する郡政府と連携を取りながら実施していくことになる。 
 

表３－１ MALF 農業部門と郡政府の主要業務 

MALF 農業部門 郡政府 

－ 農業政策策定 
－ 国家食料安全保障政策策定 
－ 国家灌漑政策策定 
－ 研究・開発 
－ 郡に対する技術支援 
－ 農業機械関連 
－ 農業研修センター管理・運営 
－ 農業関連高等教育機関管理・運営 
－ 複数の郡にまたがる農業事業統括 
－ 郡間の調整 

－ 住民サービスに係る事業全般 
－ 上記事業に係る政策決定 
－ 開発パートナーとの直接交渉21 
 
 

 
今回の再編、また中央省庁の役割の変化により、MALF 農業部門においてもより政策策定に

特化した組織体制への変更が迫られているが、本詳細計画策定調査団のケニア滞在中は、当該

部門の組織図は確定しておらず、そのため各業務の所掌についても MALF 側から正式回答を得

ることはできなかった。図３－４は、調査団滞在中に普及・研修局長より「Proposed（提案され

ている）」組織図として、手交されたものであるが、部局名の記載にとどまっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－４ 「Proposed」組織図（2013 年 6 月末現在） 

 
３－１－２ 郡農業事務所の概要 

郡制の導入に伴い、上述のようにケニア全土は 47 の郡に分割された。各郡には 1 つずつ郡農

業事務所が設置され、その直轄としてかつての県農業事務所と区農業事務所がそれぞれサブ・

カウンティ農業事務所（Sub-county Agricultural Office）とワード農業事務所（Ward Agricultural 

                                                        
21 郡政府は、中央政府の関与なしに、自分たちが実施する開発事業に対する資金や技術支援を直接、開発パートナーに要請し

たり、それについて交渉したりすることができるようになった。 
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Office）として配置されている。各郡農業事務所には長である郡農業事務所長（County Director of 
Agriculture：CDA）が任命され、CDA を補佐する作物、農業工学、アグリビジネスの各行政官

がその下に置かれている。47 すべての郡農業事務所にこれら 4 名の行政官が配置され、各地域

の特性や人材の有無によって、更なる行政官（家政、アグリインダストリー等）の配置が決定

されることになっている。郡農業事務所は、本省の管轄下にあった旧・州農業事務所とは異な

り、本省からの介入を直接受けることも、また本省に対する報告義務もなくなり、郡政府の指

揮下で業務を行うこととなる。本省と郡農業事務所間のコミュニケーションを確保するために、

本省から各郡農業事務所にリエゾン・オフィサーが派遣されている（図３－５）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－５ 郡農業事務所を中心とした連関図 

 
このように、本省と郡農業事務所の関係は、これまでの本省と州/県農業事務所との関係と大

きく異なっているものの、サブ・カウンティ及びワードレベルの農業事務所の活動には、当面

は大きな変化はないものと思われる。これは、以前より各県における普及事業は県農業事務所

を中心に実施されてきており、県/区農業事務所の業務はそのままサブ・カウンティ及びワード

農業事務所に引き継がれるからである。今回の調査で訪問したサブ・カウンティ及びワード農

業事務所の職員からの聞き取り調査においてもこの点は裏付けられている22。 
また、郡政府直轄となることで、予算面においてもこれまで農業省本省から予算を受け取っ

ていた州/県/区農業事務所と異なり、郡農業事務所以下はすべて郡政府から予算拠出を受ける

こととなる23。ただし、３－１－１で述べたように、複数の郡を対象に実施される事業について

は、予算面でも郡政府の関与は受けず、本省に置かれたプロジェクト・ユニットから各対象地

域の活動に直接拠出されることになっている。 

                                                        
22 ただし、今後、人事権は郡政府に一任されることになるので、サブ・カウンティ、ワードの各農業事務所における人員体制

に、郡ごとの独自性が出てくる可能性は十分にある。 
23 2013/14 年予算（2013 年 7 月～2014 年 6 月）については、予算取りまとめの時期（前年末）に郡政府の機能が整備されてい

なかったことから、これまでどおり本省に対する予算請求・承認を通じての予算配分となった。 
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Box１：農業セクター開発支援プログラム（ASDSP） 

 
郡制への移行に伴い、郡内で実施される農業セクター事業間の調整を主たる業務とする農業

セクター開発支援プログラム（Agricultural Sector Development Support Programme：ASDSP）の

オフィスが各郡に設置された。ASDSP はスウェーデン政府の全面的な資金支援を得て実施され

ているプログラムで、10 を数える農業関連省庁間の調整を目的として、2005 年に設立された

農業セクター調整ユニット（Agricultural Sector Coordination Unit：ASCU）の郡版である。ASCU
と同様に「食料安全保障が確立し、繁栄した国家」をめざして策定された農業セクター開発戦

略（ASDS）の理念を、農業セクター事業間の効率的な調整を通じて実現することをめざして

いる。 
予算規模は、5 年間でケニア国政府から 10 億 KSh、スウェーデン政府から約 50 億 KSh の、

計約 60 億 KSh（約 70 億円）にのぼる。以下の図に示されている郡調整ユニット（County 
Coordination Unit：CCU）が、各郡の事務局の役割を果たすが、ユニット職員は基本的にすべて

農業省本省からの出向職員で、各郡で実施される農業セクター事業間の調整、農業セクターに

携わるさまざまなアクター〔市民社会（CSO）、大学、研究所、農民組織、民間企業、開発パ

ートナー等〕間の連携強化を主たる目的として活動し、自らが事業の実施機関となることはな

い。なお、CCU 間、及び農業セクター省庁とのコミュニケーションや連携を確保するために、

全国レベルの事務局も設置されている。 
今後、郡で農業事業を実施していく場合、CCU が各郡の農業事業の中でどのような機能、役

割を果たすことになるのかを注視していく必要がある。 
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３－２ ジェンダー主流化に係る方針 

ジェンダー間の平等、女性の社会参加促進は、ケニア国政府にとって、取り組むべき 重要課

題のひとつであることが主たる政策文書において明確に記されている。2010 年に公布された憲法

では、ジェンダー間の平等を保障している。また、2008 年に策定された長期国家開発政策である

「ケニア・ビジョン（Kenya Vision）2030」では、ジェンダー間の不平等を国家全体の経済成長に

多大なコストをもたらす大きな要因のひとつとしての認識を示し、男女の平等な社会参加と共に、

ジェンダー課題の克服を優先事項として掲げている。 
 

Box２：ケニア・ビジョン 2030 におけるジェンダー平等達成に向けての提言 

１．ジェンダー主流化活動を推進するための枠組み／政策の策定 
２．ジェンダー課題、ニーズ、優先事項を確認し、それらの対処方法の特定 
３．公共セクターにおいて、職員の 低 30％は女性とする 
４．事業計画策定のための性別データの収集 

 
さらに、Kenya Vision 2030 の理念を農業セクターにおいて具体化するために策定された農業セ

クター開発戦略（ASDS）は、農業セクターにおける年 7％の平均成長率を達成するために取り組

まなければならない課題のひとつとしてジェンダー不平等を掲げ、女性の土地所有、過重労働、

低い教育レベルなどのジェンダー不平等に起因するさまざまな問題の解決を呼び掛けている。 
これら主要政策文書におけるジェンダーの位置づけにかんがみ、旧農業省では 2010 年に「ジェ

ンダー主流化戦略書」（Gender Mainstreaming Strategy）を策定し、ジェンダー主流化への省として

のコミットメントを明らかにしている。本戦略書においては、「農業生産を増大するために、すべ

ての男女に平等な機会を与えること」をビジョンとして掲げ、農業省として「農業の持続的な生

産性と生活の改善のために、ジェンダー視点に立った政策、プログラム、プロジェクトの実施を

推進することを通じて、ジェンダー平等と男女の参加を促進していく」こととしている。本戦略

書では、以下の 9 つの課題に対する行動計画を示し、ジェンダー主流化が省の方針であることを

明確にしている。 
 

Box３：「ジェンダー主流化戦略書」で取り組む 9 つの課題と行動計画 

１．省内の職員の能力強化、ジェンダー研修の実施 
２．ジェンダー視点に立った職場の環境づくり 
３．ジェンダー視点に立った調査、普及サービス 
４．ジェンダー啓発情報と教育のための教材やメディアの開発 
５．ジェンダー視点に立ったプログラム策定－ジェンダー指標、ジェンダー予算の導入 
６．ジェンダー視点に立った政策と法の整備 
７．農村女性と若者の農業資源へのアクセスとコントロールの向上 
８．ジェンダー主流化のためのネットワーキング強化 
９．省内におけるジェンダー・ユニットの適切な配置 
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郡制への移行が、これら主要政策文書の理念実現を目的として実施されていることから、MALF
農業部門において、上述のジェンダー主流化に係る方針及びその方向性に、今後大きな修正が加

えられることはないものと思われる。 
 
３－３ MALF ジェンダー主流化推進体制 

本詳細計画策定調査実施時には、３－１－１で述べたように郡制移行後の MALF 農業部門の組

織体制については不透明であったため、今後ジェンダー主流化を担当することになるセクション

の MALF 内での位置づけ、また郡以下の農業事務所におけるジェンダー担当官の配置等について

も確認することはかなわなかった24。そのため、本節では、主として旧農業省（MALF 農業部門）

におけるこれまでのジェンダー主流化推進体制を中心に述べることとする。 
 

３－３－１ MALF 農業部門における体制 
1990 年代後半、旧農業省で初めて、省内事業のジェンダー主流化を担当するジェンダー平等・

動員支援ユニット（Gender Equity Mobilization Support Unit：GEMS ユニット）が設立された。同

ユニットは、2005 年に普及部ジェンダー及びユース課（Gender and Youth Branch）に格上げされ

ている。その後、何度かの組織改編を経て、現時点で、MALF 農業部門のジェンダー主流化に

係る業務を一元的に担当しているのが、普及・研修局横断的課題（クロス・カッティング・イ

シュー）ユニットの下に設置されたジェンダーサブ・ユニットであり、ここにはサブ・ユニッ

ト長 1 名が配置されている（図３－６）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－６ 旧農業省組織図 

 
現在のジェンダーサブ・ユニットの主たる任務は、各部局の職員に対するジェンダー研修を

行うこと、各部局のジェンダー主流化活動の取り組みのモニタリングを行うことなどであるが、

以下に記すサブ・ユニット長に対する聞き取り調査の結果からもうかがえるように、各部局の

ジェンダー主流化活動への支援・介入を実施するには至っていない。 

                                                        
24 今回の調査でインタビューに回答してくれた省職員は、その位置づけについては決まっていないものの、ジェンダー担当セ

クションが廃止されることはあり得ないという点で一致した見解を取っている。 
 

事務次官

研究・普及

課
技術研修課

普及・サー

ビス課

アグリ・ビジ

ネス局
農業工学局 作物管理局

政策・外交

局

普及・研修

局

農業次官

ジェンダー・

サブ・ユニット
青少年サ

ブ・ユニット

薬物・酒類管理

サブ・ユニット
カウンセリング・

サブ・ユニット
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Box４：ジェンダーサブ・ユニットの主要業務 

 
① 職員のジェンダーに係るキャパシティの構築 

年 1～2 回、省職員に対して、サブ・ユニット主催でジェンダー啓発研修を実施。参加者

は毎回 30 名程度。また他部局が実施する各種研修の一コマとしてジェンダーが取り上げら

れることもあり、その時に講師として参加。 
② ジェンダー関連調査 

政府予算、またはドナーからの依頼を受けて各種ジェンダー調査を実施。これまでに実施

した主な調査は「ジェンダー監査報告書｣（2012 年）、「ジェンダー視点に立った普及手法と

アプローチ」（2010 年）、「ジェンダー・ニーズ・アセスメント」（2007 年）など。 
③ 個別事業との連携 

個別の農業事業からの依頼を受け、ジェンダー関連活動の支援を行うこともある。例えば、

アフリカ開発銀行（AfDB）支援で実施されている「小規模園芸農家開発プロジェクト」

（Smallholder Horticulture Development Project：SHDP）のベースライン調査に参加。しかし、

それぞれの事業に一貫して参加しているわけではなく、例えば、ベースライン調査後、SHDP
でどのような活動が実施されたかは把握できていない。 

④ ジェンダー関係の IEC 資料の作成 
ジェンダー関連資料の作成。 
（ジェンダーサブ・ユニット長聞き取り調査より） 

 
ジェンダーサブ・ユニットに加え、ジェンダーを含む横断的課題に省として包括的に取り組

むために、2010 年「ジェンダー主流化委員会」が設立されている。委員会には、横断的課題ユ

ニット長を議長に、農業省内の各部局（アグリビジネス、普及研修、作物管理、農業工学、調

達、総務、人事、計画・モニタリング、政策・渉外など）から各 1 名ずつ、また開発パートナ

ーが支援するプログラムやプロジェクトからそれぞれのジェンダー担当者が委員として参加し

ている。同委員会は、ジェンダー主流化をはじめ、横断的課題の 5 分野に係る研修や意識啓発

を行い、各部の活動に関するジェンダー視点からの情報共有や報告を行うことを任務としてい

る。しかし、設立以来開催された会合は数度にすぎず、また、各部局等を代表して会合に出席

する委員の顔ぶれが一定していない、活動予算が配分されていないなどから十分に機能してい

るとは言い難い状況が続いてきた。さらに、各部局を代表している委員の多くは、ジェンダー

について非常に限定的な知識しか有していない者がほとんどである25。そのため、これまでにジ

ェンダー主流化委員会で実施してきている主たる活動は、「委員に対する基礎的なジェンダー研

修」「ジェンダーサブ・ユニットが実施するジェンダー関連調査の補佐」「モニタリング・評価

（M&E）枠組みの検討」などにとどまり、下記に掲げる委員会としての業務を遂行するに至っ

ていないのが現状である。しかし、農業分野における、ジェンダーをはじめとする横断的課題

に係る重要性にかんがみ、関係者からの聞き取りによれば、今後も「ジェンダー主流化委員会」

の存続はほぼ確かなものと思われる。 
 

                                                        
25 ジェンダー主流化委員会メンバー及びジェンダーサブ・ユニット長からの聞き取り。 
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Box５：ジェンダー主流化委員会の業務（Terms of Reference） 

－省内各部の横断的課題に関する計画策定と予算準備 
－ジェンダー、HIV/エイズ、麻薬・アルコール中毒に関するアドボカシー 
－上記の横断的課題に取り組むための省内の組織能力アセスメント 
－食料安全保障に対する上記の横断的課題のインパクトのモニタリング・評価 
－上記の横断的課題に係る取り組みの指標策定 
－上記の横断的課題に係る現状分析 
－横断的課題の主流化を行う際の優先づけ 
－関連政策とガイドラインの策定と見直し 
－職員の取り組み能力の把握と人材育成 

 
３－３－２ 地方事務所における体制 

1990 年代後半にジェンダー平等・動員支援（Gender Equity Mobilization Support：GEMS）ユニ

ットが本省に設立されたのと同時に、州と県の農業事務所にジェンダー担当官が配置された。

しかし、ジェンダー担当官の多くは、女性、子ども、家族、栄養の問題を扱ってきた家政担当官

（Home Economic Officer）が兼務しており、ジェンダーについての知識やスキルを有しないもの

がほとんどであった。2011 年、ジェンダーをはじめとする横断的課題を各事務所で主流化してい

くために、ジェンダー担当にはそれまでの家政担当官からマネジメント担当のひとりである次官

が兼務することとなった（図３－７）。この次官レベルのジェンダー担当官の配置によって、中央

と地方の縦のラインにおいてジェンダー主流化に係る報告とモニタリングの仕組みが構築された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－７ 州・県・区農業事務所の組織図 
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上述のように、当初は家政担当官、その後、次官がジェンダー担当に任命されたものの、そ

の多くはジェンダーに係る知見やスキルは限定的であることから、本省のジェンダーサブ・ユ

ニットでは、これらのジェンダー担当官を中心に、ジェンダー研修を実施するなどして、各地

方事務所のジェンダー能力の強化に努めてきている。ただし、限られた人員と予算から、ジェ

ンダー研修に参加できる職員は、州/県レベルの職員にとどまり、MALF 農業部門における普及

体制の末端に位置する前線普及員（FEO）の多くは、ジェンダー研修に参加した経験がない26。 
 

３－３－３ これまでの成果と課題 
上述のように、1990 年代後半から旧農業省では、少しずつ省業務のジェンダー主流化を推進

していくための体制づくりに努めてきており、その成果が徐々に表れ始めている。ジェンダー

監査報告書によれば、調査対象 2,226 人（男性 1,419 人、女性 807 人）の旧農業省職員のうち約

55％の職員が、NGO や開発パートナーにより実施されたジェンダー研修を含め、過去何らかの

ジェンダー研修に参加したことがあると回答している27。また、女性管理職の登用が進み、中央

の局長クラスでは、現在、5 局のうち 2 局長が、地方レベルでは 2012 年の時点で県農業事務所

長（District Agricultural Officer：DAO）258 名のうち 92 名がそれぞれ女性である。また、ジェン

ダー主流化委員会の設立により、技術、総務、プログラムの各部局のジェンダー主流化に係る

意識が進んできている。さらに、かつては家政担当官がジェンダー担当を担っていたことから、

ジェンダーは女性と子どものみの問題ととらえられることが多かったが、次官がジェンダー担

当に任命されたことで、そのような男性職員の認識も改まるきっかけになった。 
このように、研修への参加率、管理職数など、省内の数値面に係るジェンダー平等は進んで

きてはいるものの、実際に農業事業や普及活動においてジェンダー主流化を推進し、ジェンダ

ー格差の解消や男女農民の生産性向上へとつながった事例はまだ少なく、過重労働、普及サー

ビスや農業資材等へのアクセスの欠如、そしてそれらに起因する低い農業収入という多くの女

性農民をとりまく環境にあまり変化はない。MALF 農業部が抱えるジェンダー主流化に係る主

たる課題として以下が挙げられる。 
 

① 職員のジェンダー理解の不足 
中央のジェンダーサブ・ユニットにより、ジェンダー研修は実施されているが、その頻

度・内容は十分ではなく、フォローアップ活動も十分に実施されていない。このため、区、

普及員レベルでは、ジェンダー研修を受講できる機会はほとんどない。また、地方では、

ジェンダー研修を行っても職員の入れ替わりが多いため、なかなか意識が浸透しないとい

う課題も見受けられる。 
② 農業生産における女性の意思決定やリーダーシップの困難さ 

ジェンダーの視点に立った適正農業技術の開発や女性の長時間労働の軽減のための技術

普及などは、徐々に実施されてきているが、女性の土地やクレジットへのアクセスの問題、

グループや家庭、コミュニティでの女性の意思決定権の問題など、女性が効率的な農業生 

                                                        
26 研修を受講した州/県の職員は、区職員及びFEOに同様の研修を実施することを期待されているが、多くの場合、そのような

研修が行われることは稀である（普及員等への聞き取りより）。 
27 Gender Audit Report, 2012, Ministry of Agriculture 
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産を行うために必要不可欠な事項については、伝統的な慣習や文化的側面が強く、行政官

の現在のジェンダーに係る知識・スキルでは対応しきれない点が多い。 
③ バリューチェーンのジェンダー分析の不足 

農業は生産だけではなく、その後の加工、販売、流通まで、ジェンダー問題がかかわっ

ており、ジェンダーの視点に立ったバリューチェーン分析が必要とされている。 
④ 若者の問題 

農村では、ジェンダーに加えて、若者層の問題が深刻であり、中途退学、農村離れ、麻

薬と酒への依存、若年妊娠など、農業の生産性を大きく阻む問題となっている。若者に対

しても、男女それぞれの問題を把握し、その解決を促す方策が早急に求められている。 
⑤ 組織体制の問題 

旧農業省の組織体制の中で、ジェンダーサブ・ユニットが、横断的課題ユニットの下に

位置づけられているため、全局に影響力をもつのが難しい状況となっている。ジェンダー

主流化委員会も現在は、横断的課題ユニット下のワーキンググループであり、その影響は

限定的にならざるを得ない。新体制においては、多様な事業を対象に活動できるようその

位置づけ、あるいは何らかの仕組みの導入が検討される必要がある。 
 
３－４ MALF 農業部門による小規模農家支援事業とジェンダー主流化 

旧農業省においては、特定課題に対応することを目的に数多くの小規模農家支援事業が実施さ

れてきている。これらの事業は、開発パートナーから全面的な資金及び技術支援を受けて実施さ

れているものから、開発パートナーからの支援は非常に限定的で、ケニア政府の予算や人的リソ

ースを中心として実施されているものまで多岐にわたる。表３－２は、旧農業省の既存の普及体

制を活用しながら実施されている主な小規模農家支援事業を取りまとめたものである28。なお、各

事業のより詳細な活動内容は付属資料６を参照されたい。 
 
 

                                                        
28 表３－２には、USAIDのように、農業セクターでプロジェクトを実施しているものの活動実施に際し農業省職員である普及

員や県職員等と連携せずに主として開発パートナーが独自に雇用した人員を活用して実施されているプロジェクトは含まれ

ていない。 
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旧農業省では、事業承認に際して、事業内容にジェンダーの視点が適切に取り入れられている

かどうかを確認している。旧農業省政策局の担当者によれば、「農業省事業においては、ジェンダ

ー主流化に向けての活動を行うことが求められており、ジェンダー課題について、そのプロジェ

クト・ドキュメントにおいて言及していない事業が農業省において承認される可能性はない」と

のことであった29。しかし、表３－２にあるように、必ずしもすべての小規模農家支援事業でジェ

ンダー主流化に係る活動が実施されているわけではない。各事業に対する聞き取り調査結果に基

づいて、ジェンダー主流化の度合いをまとめると以下のようになる。 
 

表３－３ 小規模農家支援事業において実施されているジェンダー関係活動 

ジェンダー活動

の度合い 
実施されている活動等 

× 
ジェンダーに係る活動は実施されていない。ただし、女性が過半数を占め

る小規模農家に対する支援事業のため、結果として女性受益者数は、ある

程度確保されている。 

△ 
プロジェクト・スタッフや連携する MALF 職員等へのジェンダー研修の実

施や報告書への性別データの記載等を実施。 

○ ジェンダーに係るベースライン調査やジェンダー研修を体系的に実施。 

 
リストにある 11 事業のうち、4 事業がジェンダーに係る活動を体系的に実施しているとしてい

る。これらの事業について、表３－４でもう少し詳しくみてみることとする。なお、ASDSP につ

いては、プロジェクト活動が本格化したのが 2013 年に入ってからのため、ここには含めない。 
 

表３－４ ジェンダー活動とその成果及び課題 

事業名 活 動 成果／課題 

KAPAP ① ベースライン調査実施（ジェンダー視点を含む）

② 関係者へのジェンダー啓発 
③ 実施機関のキャパシティ構築 
④ 各層へのジェンダー・フォーカル・ポイントの

配置 
⑤ 草の根レベルでの意思決定過程への女性の参加

率 30％の確保 
⑥ 活動実施に際してのジェンダー視点の導入 
⑦ M&E 及びレポーティングへのジェンダー視点の

導入 

（成 果） 
全体で女性農家の参加率 43％
を達成 
（課 題） 
作物別農家グループの男女構

成は、伝統的な価値観を反映。

より収益性の高い作物グルー

プには男性が集まる一方で、

食料作物のグループは女性が

中心。 

                                                        
29 調査団聞き取り。 
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PSDA ① プロジェクトジェンダー担当の任命 
② ベースライン調査の実施（ジェンダー視点を含

む） 
③ 以下のジェンダー関連活動を実施 

ａ．異なるバリューチェーンに係るジェンダー・イ

シューの把握及び文書化（性別労働分担、意思決

定過程、資源へのアクセス・コントロールなど）

ｂ．男女及び若者の効果的な参加を図るための指

標の開発 
ｃ．ジェンダー格差がどのように生産性に影響を

与えているかについての確認 
ｄ．ジェンダー主流化戦略の特定 
ｅ．プロジェクト関係者のジェンダーに係る理解

度の確認 
ｆ．政策決定者への提言（政策対話） 

（成 果） 
バリューチェーンのジェンダ

ー課題に係る報告書の作成 
（課 題） 
・男女別のプロジェクトイン

パクトに係る情報／データ

の欠如 
・性別統計の欠如 
・M&E の枠組みの欠如 
・プロジェクト・スタッフの

低いキャパシティ 
・ジェンダーに係る政策を現

場レベルで実施することが

できていない。 

SHEP 
UP 

① ジェンダー主流化に係る一連の活動の実施（ジ

ェンダー分析調査、ジェンダー関連研修、モニタ

リング調査など） 
② 各種活動における男女同数参加の徹底 

（成 果） 
・農業収入に係るジェンダー

格差の緩和 
・女性の労働負担軽減 
・各活動への男女同数参加の

達成 
（課 題） 
・プロジェクト終了後の県事

務所によるジェンダー活動

に係る持続性 
・対象地域拡大に対する対応

出典：聞き取り調査を基に調査団が作成 

 
ケニア農業生産性・アグリビジネスプロジェクト（Kenya Agriculture Productivity and Agribusiness 

Project：KAPAP）と農業における民間セクター振興プロジェクト（Promotion of Private Sector 
Development in Agriculture：PSDA）では、さまざまな活動を実施しているものの、ジェンダー格差

の解消までには至っていないことが分かる。一方、SHEP UP については、受益者数が他の 2 事業

と比較して少なく、対象地域拡大後、どのようにこの成果を保持していくかが課題ではあるもの

の、プロジェクト実施がジェンダー格差の緩和に結び付いたとしている。KAPAP 及び PSDA と比

較して、SHEP のジェンダー主流化手法がどのように異なっていたのかをより深く考察することで、

ジェンダー格差の解消につながる実践的なスキル・知識を明確にしていくことができると考えら

れる。 
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第４章 プロジェクト基本計画 
 
４－１ 要請内容の検討 

調査団は、ケニア政府より 2012 年 8 月に提出された要請に基づき、特に、新憲法公布に伴う中

央省庁の再編と郡制導入後のプロジェクト実施体制、他の農業・畜産・水産省（MALF）小規模農

家支援事業との連携の可能性、要請書で提案されている「ジェンダー主流化研修パッケージ」の

中身について、関係者との確認・協議を行った。 
 

課題１：新憲法公布に伴う中央省庁の再編と郡制導入後のプロジェクトの実施体制 

＜調査結果＞ 
今回の調査を通じ、以下のことが明らかになっている 
・今回、農業省は農業・畜産・水産省として再編されたものの、当面は旧農業省の各部局の多

くは、旧畜産開発省、旧水産開発省の関連部局と統合されることはなく、そのまま継続される。 
・本案件の実施機関として提案されているジェンダーサブ・ユニットは、組織内の正式な位置

づけは確定していないものの、恐らくこれまでと同様に普及・研修局横断的課題ユニットの

下に位置づけられる可能性が高いとともに、もしその位置づけに変更が加えられたとしても

ユニットとしての存続は保証されており、その機能・役割についても大幅な修正が加えられ

る可能性は少ない。また、各部局におけるジェンダー主流化の推進を目的としたジェンダー

主流化委員会も高い可能性で存続することが確認された。 
・複数の郡を対象とする農業事業は、郡制導入後もこれまで同様に MALF がその運営に直接関

与することとなり、予算についても郡政府の介入は受けることはない。 
・郡制導入後も、かつての県であるサブ・カウンティを中心とした農業普及体制に変更はない。 

 
以上により、調査団は、中央省庁の再編及び郡制の導入後も要請書で提案されている普及・研

修局ジェンダーサブ・ユニットを中心とする実施体制を変更する必要がないものと判断し、その

旨ケニア政府側と合意した。 
 

課題２：他の MALF 小規模農家支援事業との連携 

ジェンダー主流化パッケージ開発にあたっては、既存事業と連携していく必要性が本調査実施

前に調査団内で確認された。そのため、調査では、MALF が実施する小規模農家支援事業につい

て情報を収集し、その連携の可能性について検討した。 
 
＜調査結果＞ 

MALF では、小規模農家の生産性や収益向上を目的とした各種事業が展開されていることが確

認され、それら事業の多くが、プロジェクトのジェンダー主流化をめざしているものの、体系だ

ったジェンダー主流化活動を実施できていないことが明らかとなった。表３－２にある事業のう

ち、MALF が単独で実施機関となっている複数の事業と協議を行ったところ、それら事業関係者

より本案件との連携に対する高い関心が寄せられた。また、MALF 側からも、連携事業の特定、

連携のあり方など、本案件の円滑な進捗にかかわる事項について、全面的な関与が約束された。 
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課題３：「ジェンダー主流化研修パッケージ」の中身 

本案件の成果のひとつとなる「ジェンダー主流化研修パッケージ」の中身については、SHEP ジ

ェンダー主流化アプローチをベースに開発されることになるため、まず、SHEP のアプローチを整

理したうえで、汎用性のあるポイントを抽出した。 
 
＜調査結果＞ 

SHEP の概要及びそのジェンダー主流化アプローチにつき、下記の Box６のとおりに整理した。 
 

Box６：小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト（SHEP） 

 
＜概要＞ 

SHEP は、プロジェクト対象の小規模園芸農家組織を通じ栽培と営農に係る能力が強化され

ることを目標に 2006 年 11 月から 3 年間実施されたプロジェクトである。 
対象地域として、西部州ブンゴマ県（Bungoma District，Western Province）、リフト・バレー

州トランスゾイア県（Trans-Nzoia District, Rift Valley Province）、ニャンザ州キシイ県（Kisii 
District, Nyanza Province）、セントラル州ニャンダルア県（Nyandarua District, Central Province）
が選定され、これら 4 県の 122 農家グループが対象グループとして選定された。 
 
＜ジェンダー主流化アプローチ＞ 

SHEP においては、その開始当初からジェンダー主流化を推進するための各種活動が組み込

まれた。男女同数参加の徹底にとどまらず、参加した男女農家が同じように便益を享受できるよ

うにするため、下図のように、プロジェクト活動のジェンダー主流化に係る取り組みが行われた。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図４－１ SHEP / SHEP UP におけるジェンダー主流化の取り組み 
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（ジェンダーの取組み）

男女別データの収集。ジェンダー関係の変
化に係る調査の実施

プロジェクト活動
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＜SHEP のジェンダーに係る成果＞ 
前ページの図に示された各種の活動が実施された結果、プロジェクト対象地域の多くで、高

い収益の伸びが記録されている。また、依然として、男性農家の収益が女性農家の収益を上回

っているものの、男女間の格差は大きく改善している。 
 

表４－１ SHEP プロジェクト目標の指標と終了時評価時の達成状況 

   Average net-income benefit （Ksh） 

District 
Target 

Increase 
rate 

Unit 
Baseline 

（April 2007）
Monitoring（May 2009） 

    Current price Real price*1 

Range of 
Change： 
April 07- 
May 09 

Bungoma  Group 343,636 876,101 556,694 62.0％
 20.20％ Per farmer 14,924 43,229 27,469 84.1％
  Per man 19,494 47,897 30,435 56.1％
  Per woman 9,815 38,651 24,560 150.2％
Kisii  Group 177,747 408,260 259,418 45.9％
 18.00％ Per farmer 7,637 22,893 14,547 90.5％
  Per man 10,812 29,748 18,903 74.8％
  Per woman 4,965 16,970 10,783 117.2％
Nyandarua  Group 983,919 513,079 326,022 -66.9％
 14.70％ Per farmer 38,674 37,441 23,791 -38.5％
  Per man 41,244 38,931 24,738 -40.0％
  Per woman 35,087 34,589 21,979 -37.4％
Trans-Nzoia  Group 622,141 1,437,673 913,530 46.8％
 16.20％ Per farmer 27,347 72,301 45,942 68.0％
  Per man 29,236 88,991 56,547 93.4％
  Per woman 24,947 54,198 34,439 38.0％
Note：*1 adjusted by Consumer Price Index（CPI） 
出典：ケニア共和国小規模園芸農民組織強化計画プロジェクト（SHEP）終了時評価調査報告書 

 
さらに、SHEP 終了時に実施された終了時評価では、SHEP にかかわった 276 名の農家に対し

て、生産や所得の向上に貢献した要因について調査を行っている。その結果、57％の農家が、

市場調査が所得に貢献していると答え、続いて作物栽培カレンダー（42％）、ジェンダー理解

（39％）とし、多くの農家がジェンダー関係の改善が生産性や収益の向上に直接役立ったと実

感していることがうかがえる。 

 
上述の SHEP の経験を踏まえ、関係者と検討した結果、小規模農家支援事業のジェンダー主流化

推進のために実施されるべき一連の活動群を称して「ジェンダー主流化パッケージ」とし、本案

件では、そのパッケージの中身の開発とそのパッケージを実践していくために必要とされる関係

者の能力向上を行っていくことが確認された。なお、より詳しいパッケージのアウトラインにつ

いては、本報告書の付属資料４「ジェンダー主流化パッケージ（詳細版）」を参照されたい。 
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図４－２ ジェンダー主流化パッケージ 

 
４－２ 協力の基本コンセプト 

前節４－１の検討結果に基づき、協力の基本コンセプトを以下のとおり合意した。 
 
（１）「ジェンダー主流化パッケージ」の開発と人材育成 

・本プロジェクトでは、SHEP のジェンダー主流化アプローチによる知見や教訓、研修内容を

ベースにした、小規模農家の生計向上に資する、男女共同参画型農家経営を推進するため

の「ジェンダー主流化パッケージ」を開発する。 
・本プロジェクトで開発する「ジェンダー主流化パッケージ」とは、男女共同参画型の農家経

営を推進していくために、小規模農家支援事業の実施において、ジェンダーの視点から実

施していくべき一連の活動群、及びそれらの活動の実践にあたって必要な実践ツール（研

修モジュール、チェックリスト、マニュアル、ガイドライン等を取りまとめたもの）を指

す（付属資料４「ジェンダー主流化パッケージ（詳細版）」参照）。SHEP のジェンダー主流

化アプローチを基調とするが、園芸農家支援事業のみならず、多様な作物に係る小規模農

家支援事業に適用・実践可能なパッケージづくりをめざす。 
・本事業の実施を通じ、MALF 本省ジェンダーサブ・ユニット及びジェンダー主流化委員会

が、省内及び各郡に対し同パッケージを普及するための機能強化を図るとともに、他の

MALF 本省及び郡農業事務所の職員が、小規模農家に対する農業普及の実践において同パ

ッケージを適用・実践していけるよう人材育成を図る。 
 
（２）他の小規模農家支援事業との連携 

・「ジェンダー主流化パッケージ」の開発は、MALF 管轄下の小規模農家支援事業との連携を

通じて行う。SHEP で対象としている園芸農家以外の多様な小規模農家（メイズ、キャッ

サバ、畜産など）への普及においても適用可能なパッケージを開発するため、連携先は園

芸以外の小規模農家を対象とする事業とする。 
・本調査中に複数の小規模農家支援事業と協議を実施した結果、「東アフリカ農業生産性向

上プログラム（Eastern Africa Agricultural Productivity Project：EAAPP）」が最も可能性の高

い連携先として確認された。EAAPP は、適正技術の開発とその普及を通じ小規模農家の生

小規模農家支援事業
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産性向上を支援する、世銀融資の農業省直轄型プロジェクトである。ケニア、エチオピア、

タンザニア、ウガンダの 4 カ国で展開されている広域案件であるが、ケニア国内において

は、酪農、コメ（陸稲）、コムギ、キャッサバを対象作物として、現在 32 サブ・カウンテ

ィで支援を展開している。ケニア国内における事業実施期間は 2010～14 年であるが、現在

のところ 1 年間の延長が見込まれている。また、適正技術開発から普及に活動の重点を移

したフェーズ２の実施が予定されている。 
 
（３）段階的アプローチの採用 

・プロジェクト１年目は、SHEP のジェンダー主流化アプローチをベースとした「ジェンダー

主流化パッケージ」の開発を連携事業と共に実施する。 
・プロジェクト２年目では、１年目とは異なる事業と連携し、１年目に作成された「ジェンダ

ー主流化パッケージ（案）」の実践・検証を通じて、パッケージを完成させる。 
・プロジェクト最終年では、完成した「ジェンダー主流化パッケージ」を、他の MALF 事業

で活用してもらうための普及活動を行う（図４－３参照）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３ プロジェクト概念図 

 
４－３ 協力の基本計画 

前節４－２のコンセプトに従い、基本計画を下記のとおり整理することで合意した。 
 
（１）実施機関： 

農業・畜産・水産省（Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries）農業部門（State Department 
of Agriculture） 

 
（２）プロジェクト対象地域： 

プロジェクト対象地域は、プロジェクトで連携する複数の MALF 小規模農家支援事業の対

象地域から、異なる作物を栽培していることを条件に、2 郡より計 5 サブ・カウンティを選定

する。なお、SHEP UP の支援対象サブ・カウンティは今後も SHEP UP によるフォローアップ

活動が継続される予定であることから、サブ・カウンティの実施体制面も考慮し、本プロジ

ェクトのパイロット地域対象としないものとする。 

本省
（ジェンダー・サブ・ユニット、ジェン

ダー主流化委員会）

地方
（連携事業、カウンティ農業

事務所、普及員）

パッケージの活用

パッケージの農業省内の
他事業あるいは他ドナー
プロジェクトへの普及

フィードバック

他事業による普及

農家グループ
（園芸以外の農業も
含めた多様な営農

形態の小規模農家）

成果3 他地域・事業での活用促進

成果2 連携事業対象地域における
ジェンダー主流化パッケージの実践

成果1 連携事業対象地域における
ジェンダー主流化パッケージ開発

他事業との連携
地域１ （作物A)
地域２ （作物B）

他事業との連携
地域３（作物C)
地域４（作物D）
地域５（作物E）
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（３）プロジェクトの裨益対象者： 
MALF ジェンダーサブ・ユニット、ジェンダー主流化委員会、郡農業事務所ジェンダー担

当官、連携事業スタッフ、プロジェクト対象地域（5 サブ・カウンティ）農業事務所職員及び

農家グループ 
 
（４）プロジェクト期間： 

本プロジェクトの協力期間は、最初の専門家派遣日から 3 年間とする。 
 
（５）上位目標： 

上位目標 指 標 

小規模農家の生計が男女とも

に向上する30。 

１．「ジェンダー主流化パッケージ」を採用した小規模農

家支援事業の対象農家グループコミュニティ及びグル

ープメンバーの各世帯において、労働分担、意思決定

等に係るジェンダー関係に正の変化が起こる（プロジ

ェクト開始後に実施されるベースライン調査の結果に

基づき、項目及び目標値を設定）。 
２．「ジェンダー主流化パッケージ」を採用した小規模農

家支援事業の対象農家グループ個々のメンバー（男・

女）の生計が向上する（プロジェクト開始後に実施さ

れるベースライン調査の結果に基づき、項目及び目標

値を設定）。 
   
（６）プロジェクト目標 

プロジェクト目標 指 標 

農業・畜産・水産省（MALF）
の小規模農家に対するジェン

ダー視点に立った普及サービ

ス実施能力が向上する。 
 

１．「ジェンダー主流化パッケージ」が、MALF により承

認される。 
２．ジェンダーサブ・ユニット及びジェンダー主流化委員

会により、MALF が実施する小規模農家支援事業の少な

くとも X 件にジェンダー主流化パッケージが導入され

る。 
３．対象農家グループのコミュニティ及びグループメン

バーの各世帯において、労働分担、意思決定等に係る

ジェンダー関係に正の変化が起こる（プロジェクト開

始後に実施されるベースライン調査の結果に基づき、

項目及び目標値を設定）。 
４．対象農家グループの個々のメンバーの生計が男女と

もに向上する（プロジェクト開始後に実施されるベース

ライン調査の結果に基づき、項目及び目標値を設定）。 

                                                        
30 ここでいう「生計」とは、世帯の福祉を向上するために必要とされる世帯構成員の能力、資産、収入等を包括的に指すもの

とする。したがって、「生計の向上」は、資産や収入の増加、貧困状態の緩和、食料・水・シェルターといった生活必需品へ

のアクセスの改善など、多様な側面から測ることが可能なため、当該上位目標の指標は、プロジェクト開始後に実施される

ベースライン調査の結果に基づいてその詳細が決定されるものとする。 
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（７）アウトプットと活動 
本プロジェクトでは上記のプロジェクト目標達成に向け、以下の 3 つのアウトプットを設

定する。各アウトプットとそれぞれの達成度を測る指標、アウトプット達成のための活動内

容は、以下のとおりである。 
 

アウトプット１ 指 標 

小規模農家の生計向上に資す

る「ジェンダー主流化パッケージ

*」が開発される。 

1-1 「ジェンダー主流化パッケージ」のコンテンツ（ジェ

ンダー研修教材とガイドライン等）が作成される。

1-2 講師向け研修（TOT）の受講者により、「ジェンダー

主流化パッケージ」が実践される。 

活 動 

0-1 SHEP ジェンダー主流化アプローチに係る C/P の理解を促進するための勉強会を実

施する。 
0-2 SHEP ジェンダー主流化アプローチに係るジェンダー主流化委員会メンバー及び連携

事業スタッフの理解を促進するためのワークショップを開催する。 
0-3 プロジェクト・メンバーの連携事業に係る理解を促進するための勉強会を開催する。

0-4 「ジェンダー主流化パッケージ」開発について、連携事業との間でその手法、実施計

画等について合意する。 
0-5 連携事業と共同で、プロジェクト対象地域となる 2 サブ・カウンティを選定する。 
1-1 プロジェクト対象地域の郡農業事務所長及びサブ・カウンティ農業事務所長に対し、

プロジェクト活動について説明する。 
1-2 プロジェクト対象地域でジェンダー分析調査を実施する。 
1-3 分析調査（1-2）の結果に基づき、アクション・プランと研修計画を策定する。 
1-4 分析調査（1-2）の結果に基づき 、モニタリング・評価（M&E）の枠組みを策定する。

1-5 ベースライン調査を実施して M&E 用のデータを収集する。 
1-6 研修計画（1-3）に基づき、SHEP ジェンダー研修教材を参考に、ジェンダー研修教材

を作成する。 
1-7 プロジェクト対象地域のサブ・カウンティ農業事務所の職員に ToT を実施する。 
1-8 ToT（1-7）受講者が農家グループに対して実施する研修をモニターするとともに必要

に応じ支援を行う。 
1-9 アクション・プラン（1-3）で特定された活動（適正技術の導入等）を、連携事業が

サブ・カウンティで実施する際、必要な支援を行う。 
1-10 プロジェクト対象地域において、実施活動に係る M&E 調査を行う。 
1-11 M&E 調査（1-10）の結果に基づき、上記 1-1 から 1-10 の活動実施に際して作成され

た研修教材やガイドラインを含む「ジェンダー主流化パッケージ（案）」を作成する。

 
＊本案件において「ジェンダー主流化パッケージ」とは、男女共同参画型の農家経営を

推進していくために、小規模農家支援事業の実施において、ジェンダーの視点から実施

していくべき一連の活動、及びそれらの活動の実践にあたって必要な研修モジュール、

チェックリスト、マニュアル、ガイドライン等の実践ツールを取りまとめたものとする  

 
アウトプット１は連携事業と共同で、SHEP ジェンダー主流化アプローチを参考に、多様な

作物及び多様な事業形態でも汎用性のある「ジェンダー主流化パッケージ（案）」を作成する。
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小規模農家支援事業の枠組みの中で、どのようにジェンダーを主流化していけばジェンダー

格差の解消に結び付いていくのかを活動を行いながら検証していくことで、C/P 及びジェンダ

ー主流化委員会メンバーが、農業事業のジェンダー主流化に係るスキル・知識を身に付ける

とともに、将来、指導できるだけの能力を構築していくこととなる。 
 

アウトプット２ 指 標 

農業・畜産・水産省及びパイロッ

ト郡農業事務所が、小規模農家支

援事業において、「ジェンダー主流

化パッケージ」の実践及び運用に

係る適切な助言・指導・研修を実

施できるようになる。 

2-1 「ジェンダー主流化パッケージ」活用に係る研修

プログラムが実施される。 
2-2 「ジェンダー主流化パッケージ」の研修受講者の

うち少なくとも XX％がパッケージの内容につい

て理解し、実践に必要な知識を身に付ける。 

活動 

2-1 「ジェンダー主流化パッケージ」を実践するに足る能力を身に付けることを目的に、

MALF や郡農業事務所の関係者向けの研修プログラム及び教材を作成する。 
2-2 上記研修プログラム（2-1）に基づき、研修を実施する。 
2-3 成果１で開発された「ジェンダー主流化パッケージ（案）」を検証するための対象地

域 3 サブ・カウンティを選定する。 
2-4 郡農業事務所のジェンダー担当官及び連携事業スタッフと共同で、「ジェンダー主流

化パッケージ」の一連の活動を実施する。 
2-5 活動結果等をレビューし、「ジェンダー主流化パッケージ」及びそれに係る研修プロ

グラムを完成する。 
 

アウトプット２は、アウトプット１で作成した「ジェンダー主流化パッケージ（案）」を他

の作物を対象とした小規模農家支援事業と連携して、実践・検証し、パッケージの完成度を

高めるとともに、C/P、ジェンダー主流化委員会メンバー及びプロジェクト対象地域の郡農業

事務所ジェンダー担当官等のパッケージ実践能力の強化を図っていく。 
 

アウトプット３ 指 標 

「ジェンダー主流化パッケージ」

が、国内の他郡における小規模農

家支援事業で活用される。 

3-1 「ジェンダー主流化パッケージ」の活用に係るワ

ークショップが少なくとも 3 郡で実施される。 
3-2 「ジェンダー主流化パッケージ」がケニア国内の

農業研修センター（Agriculture Training Centre：
ATC）の研修カリキュラムや研修プログラムに取

り入れられる。 
3-3 少なくとも XX サブ・カウンティにおいて、「ジ

ェンダー主流化パッケージ」の活動が普及活動に

取り入れられる。 

活動 

3-1 プロジェクト対象地域以外の郡やサブ・カウンティで、「ジェンダー主流化パッケー

ジ」導入に係るワークショップを開催する。 
3-2 「ジェンダー主流化パッケージ」を実践するための研修プログラムを ATC で実施する。
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アウトプット３は、完成した「ジェンダー主流化パッケージ」の他事業への普及をめざす

ものである。 
 
４－４ 案件名称の変更 

要請案件名は「Project on Enhancing Profitability by Promoting Gender Sensitive Extension Services in 
Kenya」であったが、ケニア側から、案件名称に「収益性向上」との文言を含めることは、事業コ

ンセプトとの整合性が取れていないことが指摘され、英文案件名称は「Project on Enhancing Gender 
Responsive Extension Services in Kenya」とし、収益性向上に係る概念はプロジェクト目標及び上位

目標における指標に組み込むことが妥当との協議結果に至った。 
なお、和文名称も、変更後英文名称をより端的に訳した「ジェンダー視点に立った農業普及推

進プロジェクト」とすることが妥当と判断し、併せて変更することとした。 
 
４－５ 実施体制 

プロジェクトの実施体制は以下とすることで合意した。 
 

名 称 責 務 

合同調整委員会（PSC） 最高意思決定機関 

プロジェクト運営委員会（PMC） 
PIU に対する技術的事項に係るアドバイス及びワークプラ

ン、予算、報告書等のレビュー 

プロジェクト・ユニット（PIU） 日々の活動の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－４ プロジェクト実施体制図 

 

農家グループ

サブカウンティ職員、 普及員

合同調整委員会
Project Steering Committee

‐ プロジェクト・ダイレクター
（普及・研修局長）

‐ プロジェクト・マネージャー
（クロスカッティングイシュー ユニット長）

連携事業

ジェンダー
主流化委員会

プロジェクト運営委員会
Project Management Committee

日本側
‐ チーフアドバイザー

‐日本人専門家

ケニア側
‐ プロジェクトコーディネーター

‐プロジェクト専属職員
‐事務スタッフ

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾕﾆｯﾄ (PIU)

カウンティ、サブカウンティ農業事務所

Principal Secretary（議長）、MALF内関連局長、JICA事務所長、
国家計画・地方分権化省ジェンダー部 等
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４－６ 投入計画 

（１）日本側の投入（インプット）・協力支援体制 
１）専門 Agriculture Training Centre 家の派遣 

チーフアドバイザー、農業とジェンダー、モニタリング・評価（M&E）等の分野の専門

家派遣が想定されている。 
２）機材供与 

プロジェクト活動の実施に必要な資機材（車両、事務機器等）の供与を予定している。 
３）研修員受入れ 

必要に応じ、本邦研修あるいは第三国研修に実施する。 
４）在外事業強化経費 

必要に応じたローカルコスト負担を行うこととする。 
 
（２）相手国側の投入 

１）カウンターパート（C/P） 
① プロジェクト・ディレクター 
② プロジェクト・マネジャー 
③ プロジェクト・コーディネーター（専従） 
④ 研修スタッフ（SHEP ジェンダー主流化アプローチについて、知見のあるもの）（専従） 
⑤ モニタリング・評価（M&E）スタッフ（専従） 
※MALF から最低でも 4 人の専従スタッフ（プロジェクト・コーディネーター及び事務ス

タッフ 1 名を含む）が配置される予定。 
２）プロジェクト事務所 

MALF により執務室が準備される。 
３）ローカルコスト負担（技術プロジェクト実施に必要な費用） 

ケニア側は本プロジェクトの実施に必要な費用を手当てする。 
 
４－７ 前提条件、外部条件 

① 前提条件 
・適切な能力と経験を有する C/P が適正な人数配置される。 

② アウトプット達成のための外部条件 
・郡制の移行に伴う政府組織の改編がプロジェクト活動に深刻な影響を及ぼさない。 
・パイロットプロジェクト対象地域において深刻な社会不安が発生しない。 

③ プロジェクト目標達成のための外部条件 
・郡制の移行に伴う政府組織の改編がプロジェクト活動に深刻な影響を及ぼさない。 
・パイロットプロジェクト対象地域において深刻な社会不安が発生しない。 

④ 上位目標達成のための外部条件 
・ジェンダー主流化に関する国家政策が大幅に変更されない。 
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第５章 評価５項目による評価 
 
５－１ 妥当性 

本案件は、以下の点から妥当性が高いと判断される。 
 
（１）ケニア国開発計画及びセクター政策との整合性 

ジェンダー間の平等、女性の社会参加促進は、ケニア国政府にとって、取り組むべき最重

要課題のひとつであることが主たる政策文書において明確に記されている。まず、2010 年に

公布された憲法では、ジェンダー間の平等を保障している。また、2008 年に策定された長期

国家開発政策である「ケニア・ビジョン 2030」では、ジェンダー間の不平等を国家全体の経

済成長に多大なコストをもたらす大きな要因のひとつとしての認識を示し、男女の平等な社

会参加と共に、ジェンダー課題の克服を優先事項として掲げている。さらに、「ケニア・ビジ

ョン 2030」の理念を農業セクターにおいて具体化するために策定された「農業セクター開発

戦略（ASDS）」は、農業セクターにおける年 7％の平均成長率を達成するために取り組まなけ

ればならない課題のひとつとして、ジェンダー不平等を掲げ、女性の土地所有、過重労働、

低い教育レベル等のジェンダー不平等に起因するさまざまな問題の解決を呼び掛けている。

本件協力内容はこれらの政策の方向性に合致している。 
 
（２）日本の援助政策等との整合性 

2011 年 4 月に作成された JICA 国別分析ペーパーにおいて、「農業開発」は「経済インフラ

開発」「人材育成」「保健・医療」「環境保全」と並ぶケニアにおける日本の援助重点５分野の

ひとつであり、その一環として農業の担い手である小規模農民の収入向上などに対する支援

が打ち出されている。ケニアでは小規模農民の 7 割近くが女性農民とされており、小規模農

家支援事業を実施する農業・畜産・水産省（MALF）のジェンダー主流化に向けた能力向上を

目的として実施される本案件は当該方針と合致している。 
 
（３）プロジェクトのニーズ 

ケニアの農業セクターはさまざまな側面において、国家経済の柱である。GDP の 25％、外

貨獲得の 60％、雇用の 60％をそれぞれ占めており、2008 年に発表された長期国家開発計画「ケ

ニア・ビジョン 2030」にうたわれるように、2030 年までに中所得国家となるためには農業セ

クターが高い成長率を達成することが不可欠といえる。しかし、農業人口の 75％を占める小

規模・零細農家の労働生産性は著しく低い。特に、食料作物生産の 7～8 割、換金作物生産の

ほぼ 5 割の労働を担っているとされる女性農民の生産性は、土地、農業資材、農業技術、マ

ーケットなどへの限定的なアクセスに起因して、男性農民と比較した場合 2～3 割程度も低い

と見積もられている。旧農業省では、このようにジェンダー格差が農業生産性に及ぼす否定

的な影響を強く認識し、2000 年代半ばから農業省事業におけるジェンダー主流化を推進し、

その結果、ジェンダー研修を受講した職員数や管理職に登用される女性職員数は大きく増加

した。しかし、その一方で、実際にジェンダー格差の解消、男女農民の生産性向上につなが

る実践的なジェンダー主流化の手法を取り入れている事業は、このような手法に精通した省

職員がほとんどいないこともあり、いまだ非常に少ないのが現状である。このため、各種事
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業を実施する MALF 職員の農業事業のジェンダー主流化に係る能力の向上が喫緊の課題とな

っている。 
 
（４）日本の援助の比較優位性 

日本は、ケニアにおいて 2006 年から 2009 年にかけて「小規模園芸農民組織強化計画プロ

ジェクト（SHEP）」を実施し、その際、事業におけるジェンダー主流化を推進している。その

結果、農家経営における男女共同参画が促進され、農家の所得や生計の向上に寄与したこと

が同プロジェクトの終了時評価調査時に確認された。本案件のアウトプットのひとつである

「ジェンダー主流化パッケージ」は、SHEP、またその後継案件である「小規模園芸農民組織

強化・振興ユニットプロジェクト（SHEP UP）」で採用され、その効果が確認されたジェンダ

ー主流化手法を参考に開発されることが予定されており、わが国が本案件の実施を支援する

ことの妥当性は非常に高い。 
 
（５）プロジェクト・デザインの妥当性 

本案件では、MALF が実施する複数の事業との連携を通じて、「ジェンダー主流化パッケー

ジ」の開発・普及を行うことを想定している。このように、実際に実施されている事業と協

働することで、より多様な作物や事業形態に対応できる汎用性の高いパッケージの開発に結

び付くことが期待される。また、他の MALF 事業との連携は、本案件の省内でのプレゼンス

を高め、MALF による本パッケージの普及・活用に大きく貢献するものと思われる。 
 
５－２ 有効性 

本案件は、以下の点から有効性が見込まれる。 
 
（１）プロジェクト目標達成の見込み 

本案件では、１．小規模農家の生計向上に資する「ジェンダー主流化パッケージ」が開発

される、２．農業・畜産・水産省及びパイロット郡農業事務所が、小規模農家支援事業にお

いて、「ジェンダー主流化パッケージ」の実践及び運用に係る適切な助言・指導・研修を実施

できるようになる、３．「ジェンダー主流化パッケージ」が、国内の他郡における小規模農家

支援事業で活用される、の 3 つがプロジェクト目標達成のためには必要不可欠なアウトプッ

トとして設定されている。アウトプット１及び２で「SHEP / SHEP UP」で開発・実践されてき

たジェンダー主流化手法を、複数の MALF 小規模農家支援事業との連携を通じて、「ジェンダ

ー主流化パッケージ」として体系化するとともにその汎用性を高める過程で MALF 及び郡農業

事務所のジェンダー担当官が同パッケージを使いこなせるようそのキャパシティの構築を行い、

その後アウトプット３で、完成したパッケージのさまざまな MALF 事業への普及をめざす。こ

のように、汎用性の高いパッケージを開発と関係者の能力向上を通じて、プロジェクト目標で

ある「MALF の小規模農家に対するジェンダー視点に立った普及サービス実施能力が向上す

る。」を達成するよう計画されている。したがって、アウトプット１～３を効果的に組み合わせ

ることにより、協力期間終了時にプロジェクト目標が達成される見込みは高いと判断される。 
また、プロジェクト目標の指標として、対象小規模農家におけるジェンダー関係及び生計

の変化を測る指標が 2 つ設定されており、本案件が農家経営に係る男女共同参画の推進及び
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男女農家の生計向上に資するものとなっているかについて確認できるようになっている。 
 
（２）外部条件の検証・分析 

本案件実施に際しての外部条件として、ケニア国政府で進行中の中央省庁の再編及び地方

分権化の影響などが挙げられている。新体制移行による中央政府と郡政府の連携体制、農業

普及体制に係る変化などを注視し、必要に応じて、柔軟な対応を図っていく必要がある。 
 
５－３ 効率性 

本案件については、以下の点から効率的な実施が期待できる。 
 
（１）投入計画 

本案件は、成果品である「ジェンダー主流化パッケージ」の開発にあたり、SHEP / SHEP UP
で採用され、その効果が実証されたジェンダー主流化手法を活用することにより、手法の適

正検証及び開発にかける時間や投入を最小限にとどめることが可能であることから、効率的

なプロジェクト運営が期待できる。また、C/P のひとりは SHEP ジェンダー主流化アプローチ

に係る知見や経験を有する MALF 職員の登用が見込まれていることも本案件の効率性の確保

に大きく貢献するものと判断できる。 
 
（２）他事業との連携 

本案件では、複数の MALF 既存事業との連携により「ジェンダー主流化パッケージ」が開

発されることが想定されている。多様な作物を対象とするさまざまな小規模農家支援事業と

協働することで、各事業のジェンダー主流化に係る課題を効果的かつ効率的に抽出すること

が可能となるため、本案件を単独で実施する場合と比べ、より低コストで汎用性の高いパッ

ケージの開発が期待できる。また、本案件の活動は連携事業が実施されている地域で行われ

ることとなるため、連携事業で既に構築されている普及体制や特定されている農家グループ

を活用することができ、プロジェクト実施準備にかかる時間や投入を最小限にとどめること

が可能である。 
 
５－４ インパクト 

本案件の実施によるインパクトは、以下のように予測できる。 
 
（１）上位目標達成の見込み 

本案件の実施により、男女農家のニーズに適切に対応できる農業技術普及体制が MALF に

おいて確立されれば、農作業の多くを担っている女性農家（女性戸主及び女性配偶者）の技

術力向上、男女農家の農作業への積極的な参画などをもたらし、これらの変化は小規模農家

の生産性向上、ジェンダー関係の改善へと直接つながるため、上位目標である「小規模農家

の生計が男女ともに向上する。」の達成が期待できる。 
 
（２）波及効果 

本案件は、MALF 他事業との連携を通じて実施されることから、MALF を対象に各種支援
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を実施する他の開発パートナーにも「ジェンダー主流化パッケージ」の内容、成果などが広

く認知されることが予想され、将来的に当該パッケージが開発パートナーによる支援事業に

も波及していくことが期待される。 
 
５－５ 持続性 

以下のとおり、本プロジェクトの持続性はおおむね高いと考えられるが、いくつかの側面につ

いては継続的にモニターし、対応していくことが必要である。 
 
（１）政策面 

第３章で記述のとおり、国家開発計画や農業セクター政策において、農業生産性向上、小

規模農家の収入向上に向けたジェンダー格差の解消やジェンダー平等の達成が強く打ち出さ

れている。ジェンダー平等は新憲法においても保障されているため、将来的にもこれらの方

向性が継続される見込みは非常に高く、政策面での持続性確保につながることが予想される。 
 
（２）組織・財政面 

進行中の政府組織の改編及び地方分権化が、MALF や郡農業事務所におけるジェンダー主

流化体制に与える影響について注視していく必要があり、必要に応じて、プロジェクトとし

て柔軟な対応を行っていくことが肝要である。 
一方、財政的な側面であるが、MALF で実施される事業には独自予算が配分され、その中

で各種活動が計画・実施されることから、「ジェンダー主流化パッケージ」が省内で認知され

れば、独自予算をもつ各事業の中に組み込まれていくこととなり、財政面での持続性は十分

に見込まれる。 
 
（３）技術面 

プロジェクト終了後も、「ジェンダー主流化パッケージ」が小規模農家支援事業を実施する

MALF や郡で継続的に活用されるようにするために、プロジェクトでは協力期間中に MALF
ジェンダー主流化委員会メンバー、支援事業のジェンダー・フォーカル・ポイント、郡農業

事務所のジェンダー担当官など、より多くの関係者をプロジェクト活動に巻き込む予定であ

る。その過程で、関係者の当該パッケージに対する理解度を深め、かつ実践力を向上させる

ことで、プロジェクト終了後も、これら関係者がパッケージにのっとった小規模農家支援事

業におけるジェンダー主流化を推進できるように取り組んでいくこととなる。また、プロジ

ェクト対象地域では、上述の関係者に加え、連携支援事業の実施に携わる多くの県職員や普

及員の能力強化が図られるため、これら地域においては協力終了後も継続してジェンダー主

流化活動が実践されることが期待できる。 
 
５－６ 評価結果の結論 

上記のとおり、本プロジェクトには高い妥当性、有効性、効率性及びポジティブなインパクト

が期待される。持続性については、今回の地方分権化による影響について慎重なモニタリングを

必要とするものの、評価５項目の観点から検討した結果、本プロジェクト協力の実施は適切であ

ると判断される。 
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第６章 実施上の留意点 
 
 本案件の実施に際しては、以下の点に留意する必要がある。 
 
① ケニアにおける地方分権化の動きは、現段階では未確定な部分も多いため、中央と郡政府の

関係、特に計画策定や予算決定プロセス、人の配置などの動向を注視し、必要に応じプロジェ

クト活動計画を修正していく必要がある。 
 
② 農業セクターにおいて実施される事業間の調整を目的として、農業セクター開発支援プログ

ラム（ASDSP）の主導で、各郡には郡調整ユニット（CCU）が、また全国レベルの調整委員会

が設置された。これらが今後どの程度機能するかについては未知数の部分が大きいものの、本

案件の成果をプロジェクト対象地域以外に普及する際、このような調整機関と密接に連携する

ことの意義は大きいと思われる。 
 



 

－36－ 

第７章 団員報告・所感 
 
７－１ 「ジェンダーと開発」団員 報告 

（１）本プロジェクトでは何をするのか。（支援計画の概要） 
本プロジェクトは、「小規模園芸農民組織強化プロジェクト（SHEP）」におけるジェンダー

主流化の取り組みがもたらした農家の変化に着目し、旧農業省〔現在の農業・畜産・水産省

（MALF）〕が、小規模園芸農家のみならず、他の作物生産に携わる小規模農家に対してもジ

ェンダー視点に立った普及サービスを推進できるよう、その実施能力の向上を支援するもの

である。具体的には、SHEP のジェンダー主流化の取り組みを他の小規模農家支援事業との連

携を通じてより体系的に整理し、その知見・研修内容をベースにした、他の作物・事業でも

適用可能でかつ実践的な「ジェンダー主流化パッケージ」を開発する。同時に、MALF の関

係職員31が、国内の小規模農家支援事業において、開発された同パッケージを適用・実践して

いけるよう人材育成を図る。完成したパッケージは、国内のさまざまな小規模農家支援事業

において活用されるよう普及を行う。本支援により、ケニア国内で実施される小規模農家支

援事業において適切なジェンダー主流化が多面的に図られ、小規模農家における農家経営が

男女共同参画型に変容するとともに、農家の生計向上が推進されることをめざす。 
 
（２）SHEP で実施されたジェンダー主流化アプローチとは何か。 

SHEP 支援において実施された「ジェンダー関連活動」とは、単にジェンダー啓発研修や家

計研修32を実施したことを意味するものではなく、プロジェクト活動において、計画策定から

実施、モニタリング・評価（M&E）までの一連の事業サイクルにおいて、一貫してジェンダ

ー視点に立った活動を推進してきたもの（ジェンダー主流化）であったと評価できる。プロ

ジェクトでは、支援対象農家の現状把握に際して、女性及び男性それぞれの労働分担や責任、

力関係の現状を分析し、女性農家の経験や関心を、男性農家のそれと同様にプロジェクト活

動において組み込むと同時に、抽出された具体的なジェンダー課題の解決に向けた活動や取

り組みを実施してきた33。また、一連の事業プロセスや成果をジェンダーの視点からきめ細か

くモニタリング・評価し、女性と男性が等しく利益を得る視点をプロジェクト活動において

維持していく34。 
これらは、開発支援事業における一般的なジェンダー主流化手法ではあるが、SHEP 支援に

おいては、一連の活動や研修を、農家自身の気づきのプロセスを重視しつつ、農家の受け入

れやすさを考えたシンプルな内容に基づいて、参加型の実習形式で実施してきていることが

大きな特徴のひとつである。さらに、活動の実施においては、ジェンダー課題への取り組み

                                                        
31 農業省ジェンダー主流化委員会のメンバー、小規模農家支援事業関係者、郡、サブ・カウンティのジェンダー担当官、SMS、

普及員等。 
32 SHEP で実施された家計研修は、夫と妻の同意に基づいてお金を管理する、ジェンダー視点に立った家計管理（男女双方の

経験、知見、ニーズを反映させた家計管理）を行う、という概念に基づいて実施されているものであり、この研修はジェン

ダー課題を考えるうえでのエントリーポイント、もしくは理解の更なる促進に向けた補強にもなっている。 
33 ここで実施されてきたのは「ジェンダー配慮」ではなく、「ジェンダー視点の統合」である。 
34 ケニア国内における農業セクターにおいては、ジェンダー主流化をうたう事業は多く存在するものの、そのほとんどが、ジ

ェンダー別統計整備やジェンダー分析調査、ジェンダー研修などを、単発的に実施するのみで終わっている。特にその支援

サイクルにおいて一貫して、実質的にジェンダー主流化を図っている事業は他ドナーによる支援も含めて少ない。 
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が所得の向上につながるというメッセージを農家に対して明確に発信するとともに、夫婦で

家計を管理するという概念の導入やジェンダー公平な裨益配分を推進する取り組みを推進し

てきた。こうした取り組みは女性農家のモチベーションを大きく高めるとともに、男性側の

意識と行動にも変容を促していく。結果として、男女が共同経営パートナーであるという意

識改革が両者で進み、世帯における女性の意思決定への参画力が高まるとともに、男性と女

性の両方の知見や経験を生かした効率的な農家経営（効果的な投資、効率的な労働、マーケ

ティング）が促進されていく。こうした変容は、世帯内の生産性・所得・福祉・生活水準の

向上に大きく貢献する要因のひとつであった35。 
 
（３）本支援における基本コンセプト及び支援アプローチ 

１）「ジェンダー主流化パッケージ」の開発と人材育成 
本案件は、上記、SHEP の取り組みによる成果を踏まえ、SHEP 支援における一連の支援

アプローチのなかから「ジェンダー主流化アプローチ」部分を切り出し、それらを他の作

物に取り組む小規模農家支援事業においても適用・実践できるよう、体系的に整理・ブラ

ッシュアップするとともに、農業省がこのアプローチを他の作物生産農家や貧困農家支援

に対する事業においても適用・実践していけるように能力強化を図るものである。 
旧農業本省においては、省内に各部局の代表から構成される「ジェンダー主流化委員会」

や「ジェンダーサブ・ユニット」の設置を進めるなど、農業・農村開発事業においてジェ

ンダー主流化を推進していくための組織体制については一定程度整えてきている。地方に

おける農業事務所においても、ジェンダー担当官や家政担当官が配置されている。他方で、

こうした組織上の体制は実質的には十分に機能してきていない。これまでに、普及・研修

局下に設置されている「ジェンダーサブ・ユニット」が中心となって、省内及びフィール

ドレベルの職員に対するジェンダー研修などを実施してきてはいるものの、その内容は、

ジェンダー概論を述べる程度にとどまっており、実際に現場の普及活動をジェンダー視点

に立ったものにしていくための実践的な研修や取り組みの推進には至っていない。また、

研修の頻度も 1 年に一度、少数の職員に対するものにとどまっている 。省内においては、

SHEP におけるジェンダー視点からの取り組みについても、その成果が認知されてはいるも

のの、実際には、何をどのようにするべきかなど、具体的な実践手法は省内に十分に浸透

していないのが実情でもある。 
こうした中、本案件においては、普及・研修局及びジェンダーサブ・ユニットを支援し

て、SHEP のジェンダー主流化アプローチによる知見や教訓、研修内容や実践手法を、他の

小規模農家支援事業との連携を通じてより体系的に整理し、それを「ジェンダー主流化パ

ッケージ」という形で取りまとめる。同時に、旧農業省本省のジェンダー主流化委員会の

メンバーや、小規模農家支援事業に従事する MALF 及び郡農業事務所のジェンダー担当官

たちが、小規模園芸農家のみならず稲作や他の作物の生産に携わる他の小規模農家に対す

る農業普及の実践において、開発されたパッケージ適用・実践していけるよう人材育成を

図る。 
 

                                                        
35 「ケニア国農業農村開発ジェンダー主流化基礎情報収集・確認調査」（JICA、2012 年） 
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２）「ジェンダー主流化パッケージ」とは何か。（具体的にはどのようなものを想定している

のか） 
本プロジェクトで開発する「ジェンダー主流化パッケージ」とは、小規模農家支援事業

の実施にあたり、男女共同参画型の農家経営を推進していくために、農業省がジェンダー

の視点から実施していくべき一連の活動手順及びそれらの活動の実践にあたって必要な研

修モジュール、チェックリスト、マニュアル、ガイドラインなど実践ツールを体系的に取

りまとめたものを想定している36。 
通常、事業における「ジェンダー主流化」とは、計画策定から実施、M&E のあらゆる段

階で、男性と女性の社会的な役割の違いや力関係によって生じる女性の課題やニーズを踏

まえ、ジェンダーに基づく課題やニーズ、インパクトを明確にしつつ、ジェンダー平等の

視点を事業の企画立案段階から組み込んでいくプロセス及び活動群を指す。本パッケージ

においても、こうした基本概念を踏まえ、小規模農家支援事業の実施にあたって、ジェン

ダー主流化を図っていくためのプロセス/手順及び具体的な活動を、現状分析から M&E の

段階まで、一連の事業サイクルに沿ってより具体的に示すとともに、それらの活動を関係

者が現場で実践していくにあたって必要となる研修モジュールや教材、実践マニュアルな

どを整備していく。 
本パッケージは SHEP のジェンダー主流化アプローチを基調とするが、園芸作物農家支援

事業のみならず、国内の多様な作物（メイズ、キャッサバ、畜産など）・小規模農家支援事

業に適用できる汎用性の高いものにしていく必要がある（付属資料４「ジェンダー主流化

パッケージ（詳細版）」参照）。そのため、必要に応じて、それぞれの作目や農家・文化の

特有性を加味した教材や実践ツールを開発・整備することが重要となるだろう。 
３）小規模農家支援事業との連携を通じたパッケージの開発と検証：パイロット活動の実施 

本プロジェクトにおける「ジェンダー主流化パッケージ」の開発は、農業省が実施する

小規模農家支援事業と連携した取り組みを通じて実施する計画となっている。具体的には、

連携プロジェクトが対象とする 5 つのサブ・カウンティにおいて、それぞれ 2 農家グルー

プ（計 10 農家グループ）程度を対象とする支援事業の実践の中でパッケージの開発並びに

検証を行っていくことを想定している。 
現在、農業省においては小規模農家を対象とする支援プロジェクトが約 11 程度実施され

ているところであるが、本調査においては、「東アフリカ農業生産性向上プロジェクト

（EAAPP）37」が最も有効性の高い連携先として確認された。EAAPP は、適正技術の開発

とその普及を通じて小規模農家の生産性向上をめざす世銀融資の農業省直轄型国家プロジ

ェクトである。現在、ケニア、エチオピア、タンザニア、ウガンダの 4 カ国で展開されて

いる広域案件であるが、ケニア国内においては、酪農、コメ（陸稲）、コムギ、キャッサバ

                                                        
36 「ジェンダー視点から実施していくべき一連の活動手順」（事業におけるジェンダー主流化）とは、ジェンダー視点からの現

状分析、課題の抽出、活動計画の策定、活動実施（研修や技術の普及）、モニタリング・評価（M&E）の実施までの一連の活

動を指す。 
37 EAAPPは東アフリカ地域における農業研究、農業研修と普及に係る域内連携、農業技術開発及び情報共有の強化を通じて、

域内の農業の生産性向上と成長をめざす広域案件である。ケニアにおいては、酪農（14 サブ・カウンティ）、コムギ（7 サブ・

カウンティ）、コメ（6 サブ・カウンティ）及びキャッサバ（6 サブ・カウンティ）の計 32 サブ・カウンティが支援対象であ

り、各サブ・カウンティにつき、2～3 の農家グループが対象となっている。ナイロビにはプロジェクト本部が設置され、旧

農業省や農業研究所を含む関連機関からの 6 名程度の出向者で構成されている。 
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を対象作物として、現在 32 サブ・カウンティで支援を展開している。ケニア国内における

事業実施期間は 2010 年から 2014 年であるが、現在のところ 1 年間の延長が見込まれてい

る。また、「適正技術開発」から、より「普及」を重視したフェーズ２の実施が予定されて

いる。 
本プロジェクトは、まずは、上記 EAAPP と連携して、支援対象地域から 2 カ所程度を選

定し、対象地域における「酪農」「キャッサバ」「コメ」「コムギ」「メイズ」などの作目へ

の取り組みの中で、EAAPP が支援する 2～3 の農家グループに対して、農業省関係者と共に

ジェンダー主流化に向けた活動を実践する38。さらに、一連の活動プロセスやインパクトか

ら得られた知見・教訓や研修教材等のツール類をまとめて、小規模農家支援事業への「ジ

ェンダー主流化パッケージ」（案）を策定する（成果１）。策定したパッケージ案について

は、EAAPP 並びに他の小規模農家支援事業による支援地域から、上記とは条件の異なる 3
サイト（サブ・カウンティ）においても適用・実践を図り、その効果と有効性を検証し、

それぞれの作目や農家・文化等の特有性を加味した教材等を作成していくことを想定して

いる。（成果２） 
具体的なパイロット地域については、地域性や栽培作物等も考慮し、農業省及び連携事

業との協議を通じてプロジェクト開始後に決定することとするが、本調査中において、農

業省及び EAAPP より、Meru 郡の Tigania West （コメ）、Embu 郡の Mbeere South（キャッ

サバ）及び Makueni 郡の Kathonzweni （キャッサバ）の 3 サブ・カウンティが、パッケー

ジ開発に向けたパイロット候補地として提案された。 
本プロジェクトにおいては、EAAPP 以外の事業との連携も十分に可能であると思われる。

例えば、現在農業省で実施されている「伝統的高価値作物プロジェクト（Traditional High 
Value Crops Project：THVCP）」は、小規模農家の農業生産性及び収入の向上に向けて、対象

農家グループに対して種子の提供や各種技術支援を行ってきている支援事業である。これ

は、これまで女性がキッチンガーデンなどで栽培してきた伝統的な作物の栄養価並びに市

場価値を見直し、これらの作物の生産性と質を高めることで、世帯における食料安全保障

及び栄養改善を図ることをめざす貧困削減支援事業であり、零細農家が支援対象となって

いる。THVCP は、旧農業省の作物管理局下に置かれ、現在、省の職員 2 名が対象サブ・カ

ウンティの職員や普及員とともにプロジェクト運営を行っているが、事業における包括的

なジェンダー主流化活動は実践し得ておらず、JICA による本プロジェクトとの連携や協力

の可能性については THVCP 関係者からも期待が寄せられている。 
今後、具体的な連携先やパイロット地域については、プロジェクト開始後、農業省側と

十分に協議のうえ速やかに選定していくことが求められる。 
４）連携のメリットは何か 

EAAPP 及び THVCP 等と連携する利点は、①農業省直轄型の事業であること、②園芸作

物以外の複数の作物を支援対象にしていること、③ジェンダー主流化活動が欠如している

こと、④支援対象地域が広範であること、などが挙げられる。さらに、対象地域において、

連携パートナーによって既に選定・支援されている農家グループを対象とする活動が行え

                                                        
38 EAAPP事業においては、ケニアを東アフリカにおける「酪農」の中核的研究拠点（COE）と位置づけた活動を展開しており

（NaivashaにRegional Dairy Centre of Excellencyを設置）、本プロジェクトにおいても「酪農」における取り組みを含めること

が期待されている。 
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ることで、本プロジェクトの実施にあたり、一連の農家グループ選定等にかかる時間と労

力が省けることも連携するメリットのひとつであると思われる。 
特に、EAAPP においては、32 サブ・カウンティ、THVCP においては、年間 110 サブ・

カウンティを支援対象とした活動を展開していることから、連携を通じて、本プロジェク

トの成果はこれら連携プロジェクトの他の対象地域にも拡大することが期待される39。また、

EAAPP は東アフリカ地域における広域案件であり、これらの事業との連携によって、本プ

ロジェクトで開発する「ジェンダー主流化パッケージ」が、国内のみならず、他国へ普及

されることも期待したい。 
 
（４）地方分権化改革の中で、開発されたパッケージはどのように活用・普及されていくのか。 

現在、ケニアでは、地方分権化改革に伴い、中央及び地方行政府の組織改編が行われてい

るところである。旧農業省は、水産開発省、畜産開発省と統合され、「農業・畜産・水産省

（MALF）」として改編されるとともに、その役割は、一義的には、国家政策及び戦略の策定

と事業計画の調整・監督、郡間の調整及び技術支援を担うものと位置づけられている。地方

分権化改革の究極の目的は「権限移譲」であり、分権化に伴い、ケニアにおける郡政府の行

政サービスの実施に係る独立性は今後更に高まることが想定される。 
他方で、一朝一夕に郡政府が単独で、十分な行政サービスを提供できるようになるわけで

はない。地方行政が地方の独自性やニーズをより反映させた行政サービスを実現させていく

には長いプロセスが必要であり、実際のところ、中央政府と地方自治体の連携、調整と協働

が重要となることは、アフリカ諸国における地方分権化改革の経験からも多々指摘されてき

ている40。ケニアにおいても、中央政府からのテクニカルバックストッピング体制を構築し、

分権化改革を下支えするような措置を講じておくことは極めて重要だろう。実際、現時点に

おいて、ケニア国政府は、郡以下の職員のキャパシティ構築については、少なくても 3 年間

の移行機関中は、本省の責任と認識している。さらに、本省との調整役を担うべく、郡農業

事務所への、リエゾン・オフィサーの配置が決定している。また、複数の郡にまたがって実

施される国家プロジェクトの運営は地方分権改革以降においても農業本省が管轄することに

なるとされているところである。 
こうした中、本支援は、中央から郡（上位自治体）への技術指導と協働、郡からサブ・カ

ウンティ（下位自治体）／サービス提供拠点への技術支援と連携強化と、行政間の重層的な

結び付きを視野に入れて、国内における小規模農家に対する行政サービスの効果と効率性を

最大化させていくという視点をもった計画となっている。 
小規模農家支援事業に対してジェンダー主流化を図る際の具体的な手順や手法、実践ツー

ルが「ジェンダー主流化パッケージ」として本省内に整備されるとともに、本省のジェンダ

ー・ユニットの職員や小規模農家支援事業においてジェンダー主流化を担う担当者（ジェン

ダー主流化委員会のメンバー）、並びに郡行政のジェンダー担当官がそれらを実践・助言・指

導する力を身に付けることで、中央本省が管轄する小規模農家に対する国内の広域事業並び

に郡政府における行政サービスの実施において効果的なジェンダー主流化が促進されること

                                                        
39 現在ケニア国内には、約 800 万の小規模農家が存在すると推定されている。本支援のパイロット事業において直接支援を行

う農家数（10 農家グループ）は約 200～300 世帯である（1 農家グループ当たり 20～30 名のメンバー数を想定）。 
40 「アフリカにおける地方分権化とサービスデリバリー」（JICA、2006 年） 
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が期待される。 
さらに、本プロジェクトにおいては、パイロット地域以外の郡行政官や、他ドナー、農業

学校や農業研修センターに対する共有ワークショップを実施して、国内の広い関係者に対す

る同パッケージを普及していく計画となっている。「ケニア農業学校」では、普及員や農業省

の職員を対象にした研修が、また農業研修センターでは農家を対象とした各種技術研修が実

施されている。農業研修センター及びケニア農業学校の管理・運営は、引き続き、MALF が

管轄していくこととなっており、策定された同パッケージや、同パッケージに基づく研修の

実施は、こうした関係機関においても活用されることが期待される。 
 

（５）SHEP UP 及び他の JICA 事業とはどのように連動し相乗効果を図るか。 
本プロジェクトは、SHEP 支援における一連の支援アプローチの中から「ジェンダー主流化

アプローチ」部分を切り出し、それらを他の作物生産農家や貧困農家に対する支援事業にお

いても適用・実践していけるよう能力強化を図るものである。現在、「小規模園芸農民組織強

化・振興ユニットプロジェクト（SHEP UP）」が農業省の園芸作物局をカウンターパート（C/P）
とし、小規模園芸農家を対象とした SHEP アプローチを広く国内に普及していく支援を行って

いるのに対し、本プロジェクトにおいては、普及・研修局を C/P として、他の作物にも取り

組む国内の多様な小規模農家への支援事業に、SHEP 事業によって実施されたジェンダー主流

化に基づく取り組みを広くメインストリーム化していくことをめざしている。 
本プロジェクトにおいては、農業省関係者とともに、SHEP のジェンダー主流化の取り組み

について学ぶことから活動をスタートさせる計画となっており、SHEP の C/P や関係者には、

研修の講師等としての協力が期待される。他方、本プロジェクトによって、体系的に整理・

ブラッシュアップされた「ジェンダー主流化パッケージ」は、SHEP UP による取り組みの強

化や持続性の確保にも貢献するものと思われる41。さらに、JICA による協力プログラム下の

各 JICA 事業へのジェンダー主流化が促進され、ケニアの「JICA による農業・農村開発協力

プログラム」における戦略的目標の達成に貢献するコンポーネントのひとつとなることも期

待したい。 
 
（６）ジェンダー主流化と農家の「生計向上」 

本支援では、ジェンダー主流化を通じて支援対象農家の「生計向上」をめざすことを上位

目標として掲げている。一般に、「生計（Livelihood）」とは、「生活をしていくための方法・手

段」と定義されるが、これは世帯内における金銭的な所得や収益のみならず、土地や家屋な

どの財産、資産、食料や水、住居、衣服など、生活上のベーシックニーズの獲得に向けた個

人の能力や資質を指して用いられる概念である。 
ケニアにおいては、農業の 7 割を実質的には女性が担っているものの、女性は生産資源や

                                                        
41 SHEP UPでは、県や区の行政能力の向上をも視野に入れた活動を強化している。他方で、ジェンダー主流化のスキルや実践

については、現在、SHEP UPが実施するJEF2G研修（Joint Extension and Farmers Dual (2) Gender研修）だけでは普及員が農家

研修を効果的に実施するために必要とされる知識や技能を十分に取得できておらず、行政レベルにおける支援体制強化の必

要性がSHEP UPの専門家・C/Pからも指摘されている。また、県や区の職員たちの、他の事務所やポストへの異動もみられる

が、新しく派遣される下位レベルの職員や普及員たちは、ジェンダーに係る基礎的な分析能力やファシリテーション技術が

ないため、SHEPで培った成果が県に定着しづらい場合もあるとの指摘もなされている（SHEP UP 短期専門家報告書、2012
年 5 月）。 
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生産機会のアクセスに恵まれておらず、資産や投入財、サービスの大部分においてジェンダ

ー格差がみられる。女性は、農業技術研修に参加する機会も少なく、世帯内で栽培作物の選

定や販売、農業資材（肥料、薬、種子等）を購入する決定権をもたないことが多い。このよ

うな女性の意思決定権や各種生産財へのアクセス・所有を阻む現状や荷重な労働負担〔生産

労働の負担と再生産労働（水汲み、薪集め、食事の準備、子どもの世話など）にかかる労働

時間とその負担〕は、農業生産の多くを行う女性の技術の向上や生産性の向上を大きく阻ん

でいるという現状がある。こうした中、女性が男性と同様に生産資源へアクセスすることで、

農業の生産性は 2.5～4％増加する可能性があることが指摘されている42。また、ジェンダー格

差や差別のある社会において、女性の世帯における発言力や意思決定力が高まることで世帯

内における人的資本の形成や福祉の向上においても正の効果があることはさまざまな研究か

ら明らかにされているところである43。 
一方で、これまでの JICA による取り組みにおいて、ジェンダー主流化と生計向上の相関性

を定量的・定性的に明確に示してきているものは少ない。現在、エビデンスを示しつつ、結

果重視型のジェンダー主流化を推進していくことの重要性は国際的にも高く掲げられており、

JICA 事業においても、ジェンダー主流化を行うことでどのように事業の効果を高め、どうい

う成果を出していくことができるのかを明確に示していくことは、今後の取り組みにおいて

重要であると思われる。 
こうした中、本プロジェクトにおいては、農家レベルにおける変容を成果とする視点に立

ち、プロジェクト目標に対して対象小規模農家におけるジェンダー関係及び生計の変化を測

る指標を設定するとともに、支援対象農家に対するベースライン調査を実施し、本プロジェ

クトが、世帯におけるジェンダー関係性の変容（男女共同参画型農家経営の推進）と男女農

家の生計向上に資するものになっているかを、支援の前後を比較して確認できるように設計

している。本プロジェクト実施の中で、ジェンダー主流化活動によって発現する農家の変化

やインパクトをきめ細かい視点で定性的・定量的に測りつつ、ジェンダー関係の変革44と世帯

における生計の向上の相関性を、生産性や所得の向上に関する実証データも含めて明確に示

していくことができれば、JICA 内のみならず、国際的なジェンダー主流化の取り組みにおい

てもその質の向上とスケールアップに大きく貢献するものとなると思われる45。 
 
７－２ 総括所感 

本プロジェクトはケニア国農業・畜産・水産省（MALF）におけるジェンダー主流化に取り組む

技術協力プロジェクトである。その内容は、「MALF の小規模農家に対するジェンダー視点に立っ

た普及サービス実施能力の向上」を目標に、小規模農家の生産性や生計の向上に資する「ジェン

                                                        
42 FAO（2012）女性と農業白書 
43 WB（2007）Global Monitoring Report、WB（2012）World Development Report、DFID（2008）3 Shultz、UNICEF（2008）世界

子ども白書、USAID（2012）Women and Agriculture、SHEP事業における経験からも、ジェンダー主流化に向けた活動が、世

帯内に向けた活動が最も生産と所得向上に貢献した要因のひとつとして挙げられている（SHEP終了時評価報告書）。 
44 農業生産に関する意思決定への参画の度合い、農業資源へのアクセス、男女の再生産労働にかける時間と労働比率、グルー

プにおける女性のリーダーシップの割合など。 
45 本プロジェクトは、EAAPPなど他事業との連携を通じて実施することになっているが、連携プロジェクトと協力してジェン

ダー主流化を図る場合と図らない場合を比較し、そのインパクトの差を測っていくといった取り組みも、ジェンダー主流化

に向けた実証調査として本プロジェクトの現場を活用し、別途検討することも可能かと思われる。 
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ダー主流化パッケージ」を開発するとともに、MALF 内のジェンダー主流化を担うジェンダーサ

ブ・ユニットやジェンダー主流化委員会、農家支援を行うオフィサーの能力強化を図るものであ

る。 
JICA ではこれまでも、農業・農村開発分野において女性が果たす役割・責任を認識し、同分野

での協力において、ジェンダー視点からの取り組みを進めてきた。SHEP はその好事例であり、本

プロジェクトはそうした SHEP の成果の上に形成されたものであるが、一方で、今回のプロジェク

トの特徴は、これまでの「個々の農業プロジェクトの中にジェンダー視点を入れる取り組み」か

ら更に踏み込み、「個々の（すべての）農業プロジェクトの中にジェンダー視点を入れるために、

MALF の“ジェンダー主流化力”を強化する」という点であり、JICA の支援としては新たな形で

ある。 
なお、他ドナーも MALF に対するジェンダー主流化支援を行っているが、上流の政策文書の作

成や概念的なジェンダー研修が主であり、現場での実践につながらない、あるいは、フィールド

レベルでの直接支援で、行政の組織能力強化がなされず自立発展性が低いといった声が聞かれる。

本プロジェクトは、現場のジェンダー状況や男女のニーズを反映した、農家の生産性・生計向上

につながる実践的なジェンダー主流化の方法・ツールを開発し、それを継続・発展的に使ってい

けるような組織・人的キャパシティを強化するものであり、他ドナーとは一味違う JICA ならでは

の支援といえる。 
本プロジェクトでは上述のとおり、MALF がさまざまな農業普及活動において適用可能なジェ

ンダー主流化のためのコンテンツ＝「ジェンダー主流化パッケージ」を開発するが、そのコンテ

ンツ開発・検証のためのパイロット地域をどういう形で確保するかが、今回の調査における課題

のひとつであった。園芸農家以外へも適用できるパッケージの開発のためには、他の作物に対す

る普及活動の現場が必要であり、各方面から情報収集を行った結果、現時点で世銀の融資で実施

されている「東アフリカ農業生産性向上プログラム（EAAPP）」が有力候補として挙がっている。

パイロット地域の決定はプロジェクト開始後に MALF と共に詳細を検討したうえで行うことにな

るが、EAAPP はエチオピア、タンザニア、ウガンダを含む広域案件で、将来的なプロジェクト成

果の広域拡大の可能性の観点から、また、ある程度成果が見えてきた段階において世銀との連携

案件としてのスケーリングアップや効果的な対外発信が期待できることからも、連携先のひとつ

として妥当性は高いと思われる。ケニアにおいてはほかにも多くの農業普及事業が展開されてい

るが、パイロット地域としての連携以外にも、プロジェクト期間を通じ、そうしたプログラムや

プロジェクトとさまざまな機会をとらえて情報交換や交流を行うことにより、本プロジェクトに

より開発された「ジェンダー主流化パッケージ」が広く普及し活用されることが期待できる。 
今回の調査期間中を通じて最も印象深かったのは、MALF の本プロジェクトに対する大きな期

待と強いコミットメントであった。ケニア政府は「農業セクター開発戦略 2010-20」でジェンダー

平等、女性の社会参加促進を明確に打ち出し、「農業省ジェンダー主流化戦略」も策定しているが、

政策・戦略はあっても往々にしてそれが個々の職員の意識にまで浸透しないのが通例である。し

かしながら、今回面談した農業省関係者は、中央からフィールドレベルまで、農業分野における

ジェンダー平等、女性の参画の重要性、必要性を明確に認識しており、現状では現場において十

分なジェンダー主流化がなされていないこと、そのため、本プロジェクトを通じて MALF の普及

活動におけるジェンダー主流化を強化したいとの考えを口々に表明した。これまでの日本サイド

での本プロジェクトに関する議論との温度差は大きく、当事者の生の声を聞くことの重要性を再
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認識した。 
本プロジェクトに対する期待の大きさには、本プロジェクトの産みの親である SHEP をはじめと

するこれまでの JICA 支援に対する農業省の高い評価があることはいうまでもない。専属 C/P 4 名

の配置について、先方の了解が即座に得られたのも、MALF のジェンダー主流化に対する意欲と

併せ、SHEP 等の実績に基づく JICA の協力に対する信頼によるところが大きいものと思われる。

本プロジェクトにおいても、実践的で有用な「ジェンダー主流化パッケージ」の開発、またその

開発と実践・検証の過程において、パイロット地域での男女農家の収入・生計向上の状況を丁寧

にモニタリングし、具体的な成果を目に見える形で示していくことが肝要である。 
MALF の組織改編により、農業部門担当次官（Principal Secretary）の Mrs. Sicily K. Kariuki は就

任直後で、7 月 4 日に M/M 署名式を行った本プロジェクトは、彼女が署名した初のプロジェクト

となった。本プロジェクトが次官に強く印象づけられ、署名式で次官から本プロジェクトへの強

いコミットメントが表明されたことは、本プロジェクトにとって追い風であり、幸運な出だしと

いえる。 
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